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 １．議事日程（平成29年第１回北広島町議会定例会） 

平成 ２ ９ 年 ２月 ６日 

午 前 １ ０ 時 開 議 

於 議 場 

日程第１ 議案第２８号 工事請負契約の締結について 

（（仮称）戸谷集会所新築工事） 

日程第２  一般質問 

 

一般質問 

 ≪参考≫ 

梅 尾 泰 文  「評価された地域の学校」大臣表彰おめでとう 

 危機迫る低空飛行と住民被害 

保育園児の受け入れは万全か 

宮 本 裕 之 冬期間における除雪の課題を問う 

中 村 勝 義 どうなる 平成３０年産からの米作り 

中 田 節 雄 「ひろしま版ネウボラ」への対応は 

室 坂 光 治 そば生産者の意欲向上について問う 

大 林 正 行 障害者差別の解消施策を問う 

通学路である歩道の除雪は 

 

 ２．出席議員は次のとおりである。 

 

 １番 真 倉 和 之  ２番 中 田 節 雄  ３番 久茂谷 美保之 

 ４番 加 計 雅 章  ５番 梅 尾 泰 文  ６番 森 脇 誠 悟 

 ８番 室 坂 光 治  ９番 中 村 勝 義 １０番 伊 藤 久 幸 

１１番 浜 田 芳 晴 １２番 藤 井 勝 丸 １４番 田 村 忠 紘 

１５番 美 濃 孝 二 １６番 大 林 正 行 １７番 宮 本 裕 之 

１８番 藤 堂 修 壮     

 

 ３．欠席議員は次のとおりである。 

 

１３番 蔵 升 芳 信 

 

 ４．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名 

 

町 長 箕 野 博 司 副 町 長 空 田 賢 治 芸北支所長 成 瀬 哲 彦 

大朝支所長 清 水 繁 昭 豊平支所長 多 川 信 之 危機管理監 五反田   孝 

総 務 課 長 古 川 達 也 財 政 課 長 信 上 英 昭 企 画 課 長 畑 田 正 法 

税 務 課 長 西 村   豊  福 祉 課 長 清 見 宣 正 保 健 課 長 福 田 さちえ 

農 林 課 長 藤 浦 直 人 商工観光課長 沼 田 真 路 建 設 課 長 砂 田 寿 紀 
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町 民 課 長 坂 本 伸 次 上下水道課長 浅 黄 隆 文 消 防 長 田 辺 弘 司 

学校教育課長 石 坪 隆 雄 生涯学習課長 佐々木 直 彦 会計管理者 畑 田 朱 美 

国土調査事務所長 林   秀 治     

 

５．職務のため議場に出席した事務局職員 

  議会事務局長  松 浦   誠    議会事務局  田 辺 五 月 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

午 前 １０時 ００分  開 議 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

○議長（藤堂修壮） おはようございます。ただいまの出席議員は１６名です。定足数に達してお

りますので、これから本日の会議を開きます。本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付し

たとおりです。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

日程第１ 議案第２８号 工事請負契約の締結について 

 

○議長（藤堂修壮） 日程第１、議案第２８号、工事請負契約の締結についてを議題とします。本

案について提案理由の説明を求めます。箕野町長。 

○町長（箕野博司） それでは、議案第２８号について概要を説明します。追加議案書の１ページ

をお願いします。議案第２８号、工事請負契約の締結についてです。本案は、（仮称）戸谷集

会所新築工事について請負契約を締結するに当たり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得、または処分に関する条例第２条の規定により、町議会の議決を求めるものです。以上、詳

細につきましては担当から説明します。 

○議長（藤堂修壮） 豊平支所長。 

○豊平支所長（多川信之） 議案第２８号、工事請負契約の締結について、豊平支所よりご説明申

し上げます。１、工事名、（仮称）戸谷集会所新築工事。２、工事場所、北広島町戸谷。３、

工期、北広島町議会の議決のあった日の翌日から平成２９年８月３１日まで。４、請負金額７

３４７万２４００円。５、請負者、広島県山県郡北広島町都志見５６７番地、株式会社竹下建

設豊平営業所、所長、河野武彦。以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（藤堂修壮） これをもって提案理由の説明を終わります。本案については、後日、審議、

採決を行います。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

日程第２ 一般質問 
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○議長（藤堂修壮） 日程第２、一般質問を行います。質問通告が重複したものがありますので、

答弁が終わったものについてはご配慮ください。また、答弁においても簡潔に行うようお願い

をしておきます。質問時間は３０分以内です。登壇して、マイクを正面に向けて行ってくださ

い。質問の通告を受けておりますので、５番、梅尾議員の発言を許します。梅尾議員。 

○５番（梅尾泰文） ５番、梅尾泰文でございます。今期最後の議会でございます。運よく一般質

問の通告を出しましたところ、トップバッターということで決めていただきましたので、元気

よく行っていきたいというふうに思います。そしてまた来期も、ぜひこの場に立てたらなとい

うふうにも思っているところであります。さて、大綱３点でありますけども、１問目が、評価

された地域の学校、大臣表彰おめでとうという非常に爽やかで、そしてまた、ほんわかとした

タイトルで出させていただいておるわけであります。最近、地域の子供たちが活動している姿

や登下校の態度、学校での姿勢など随分変わってきていると感じているところであります。自

分の地域にたくさんの子供たちがいるから、そういうふうに感じるのかもしれませんけれども、

以前の私たちが小さかったころのように、遊びのチームリーダーがいて、まとめながら、遊び

を指導しながら楽しんでいるというような状況が現在あるなというふうに思っています。そし

てまた、挨拶もよくしてくれています。挨拶に対して返す自分が何となく照れくさくなったり

するというふうなことも経験をしているところであります。また言われなくても、子供たちの

方から、自分から動きながらというふうな好意的な行動があるということに接しているわけで

あります。これは保育園児から高校生まで共通しているというふうに私は思っています。冒頭

に、最近はというふうに言い出し始めましたけれども、この状況は以前からのものではないだ

ろうというふうにも思っています。いつ頃からか、どういう取り組みを誰が起こして、仕掛け

をして、このようになったのかなということを少し遡っていただいて、今があるんだよという

ことをお聞きしてみたいなというふうに思います。そして昨年の１２月８日に千代田地域学校

共同活動ということが文部科学大臣表彰を受けられました。その受賞祝賀会が１月１３日にあ

ったということで、私もその場に行かせていただいて、参列された方が６３名、これは学校関

係、地域関係、いろいろな方たちがお集まりになられて、そのお祝いをしたということであり

ます。その中で、経過もお聞きをしてみましたけれども、いろいろとそれこそ仕掛けをし、努

力をし、取り組みをされたという結果が現在につながってきている。学校や地域のかかわり、

そしてふるさとへの思いなどがかかわってきたなどというふうに納得をしたところであります。

さて、本町では、私は、知・徳・体、というふうに書いておりますけども、本町の場合は、

体・徳・知、というふうに、ずっと以前から言っておりますけれども、それの取り組みの中で、

どのセクションも評価に値する数値等が出ているというふうに聞いていますが、どのような効

果が出ているのかということをお聞きをしてみたいというふうに思います。 

○議長（藤堂修壮） 学校教育課長。 

○学校教育課長（石坪隆雄） 学校においては、今年度、教育推進構想の中のキャッチフレーズを

北広島で夢を育て、ふるさとを受け継ぐ人材の育成、体・徳・知、の取り組みをベースに、新

しい変化と特色を生かした学校とし、教育活動に取り組んでいます。評価に値する数値等につ

いては、体・徳・知の、体、では、平成２８年度体力・運動能力調査において、結果が公表さ

れています。小学校５年生では、男子県内２位、女子は県内７位、中学校２年生では、男子５

位、女子５位でした。昨年の平成２７年度においては、小・中男女とも１位でございました。   
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次に、徳、については、数値としてあらわすことは困難でございます。知、についてでござい

ます。県の行う基礎・基本定着状況調査において、各教科の合計で見ると、小中学校ともに平

均を上回っております。今後とも授業改善や家庭学習の充実を図り、改善をしてまいります。

以上でございます。 

○議長（藤堂修壮） 梅尾議員。 

○５番（梅尾泰文） どのような取り組みをされて、今の結果が生まれたのかという、どのような

取り組みをというところはなかったようでありますが、結果として、体は、２７年度でいえば、

県内で男女ともトップであったということであります。それから、知のほうでも、県内平均を

上回っているということであります。結果は、そのような状況でありますが、さらに、そこに

行くまでの経過が本当に地道な努力があったのだろうというふうに思うんですけども、そこの

ところを少しまたお聞きをしてみたいというふうに思います。今、ふるさと学習とかいうこと

がそれぞれの学校、生徒、児童のほうでも行われていますけども、一旦都会に出ても、またふ

るさとに帰ってこようというふうな取り組みが教育の中でされているというふうに思いますが、

そこのところも詳しくお聞きをしてみたいと思います。 

○議長（藤堂修壮） 学校教育課長。 

○学校教育課長（石坪隆雄） １点は、各学校において、教諭がわかる授業を創造しようと指導力

の向上を目指して取り組んでおるということでございます。それから、もう１つは、子供たち

が落ちついて学習ができる学校環境ができているということが、そういう状況が生まれている

というふうに思っております。以上でございます。 

○議長（藤堂修壮） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（佐々木直彦） ふるさと学習の関連について、生涯学習課からお答えいたします。   

次代を担う子供たちが地域の大人の姿や支援を通じて、町の自然、歴史、文化のすばらしさを

体感、享受することにより、ふるさとに愛着や誇りを持ち、将来、北広島町に帰りたい、住み

たい、北広島町に貢献したいと思える子供を育てようと平成２７年度から北広島ふるさと夢プ

ロジェクトに取り組んでおります。ふるさと夢プロジェクトは、本町の主要施策である、若者

定住の柱と位置付け、町を挙げて推進しているところでございます。以上でございます。 

○議長（藤堂修壮） 梅尾議員。 

○５番（梅尾泰文） 何か私がもう少しお聞きしたいなというところまで突っ込んだ話にならない

んです。私は、今の状況が非常によくなってきている、そこまで来るのに大変な苦労があった

だろうということをお聞きをして、そこから先がむしろ行政側が言いたくてしようがないんだ

けども、うまく向けてくれたから、こういう成果が出たということが述べたいんだというふう

に思って質問をしているんですけども、何かなかなか深まったことになっていないかなという

ふうに思うんでありますが、いずれにしても、現在は非常にいいということを思いながらの質

問であります。今、清掃ボランティアを生徒さん、児童さんが積極的にかかわっておられると

いうのを町内でもいろいろと見させていただいております。そういうところへの学校側からの

児童生徒さんへの進め方というふうなこと、あるいは意義等についていろいろとあるのだろう

というふうに思いますが、そこのところをお聞きをしてみたいと思います。 

○議長（藤堂修壮） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（佐々木直彦） 千代田地域におきましては、今回、文部科学大臣表彰を受けまし

た、千代田地域学校支援連絡協議会にかかわりまして、小学生から高校生までが一斉清掃ボラ
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ンティア活動に取り組んでおります。また、ふるさと夢プロジェクトの開始以降、千代田中学

校、千代田高等学校生徒が花田植、ファミリーフェスタ、産業フェア、千代田祭りといったイ

ベントにボランティア参加する姿が多く見られるようになってきております。他地域におきま

しても、さまざまな活動が行われております。その一例を紹介をいたしますと、芸北地域では、

芸北小中学校、加計高等学校芸北分校が毎年７月に開催されるクリーン太田川に、また、芸北

小学校５・６年生の希望者が雲月山の山焼きに参加をしております。大朝地域におきましては、

新庄小学校、大朝小学校、大朝中学校、新庄中学・高等学校が地域や施設の一斉ボランティア

清掃を実施しております。また、毎年秋に開催されます大朝ふるさと祭りには、出演者やボラ

ンティアとして参加をしております。豊平地域では、豊平小中学校が合同で、龍頭山登山道の

清掃活動を毎年続けております。また、そばまつりには、小中学校が踊りや合唱で出演し、一

昨年からは、中学校のそば打ちクラブが出店し、人気を博しているところでございます。以上

でございます。 

○議長（藤堂修壮） 梅尾議員。 

○５番（梅尾泰文） 小学生、中学生、高校生が地域の中に出て、いろいろな取り組みをしている

ということが今分かったわけであります。そして、それぞれの地域でそれぞれの活動をしてお

られる。まず、小学校、中学校、高等学校、保育所もそうでありますけども、それらの横のつ

ながりというか、連携というのが、また、そういう地域の中に出ていくのには必要なというこ

ともあったりするかと思いますけども、そこら辺の連携の状況はどのようになっているかとい

うのをお聞きしてみたいと思います。 

○議長（藤堂修壮） 学校教育課長。 

○学校教育課長（石坪隆雄） 連携の状況でございますが、保育所と小学校の連携につきましては、

各小学校において、主に入学する子供のことについて連携を行っております。また、小学校と

中学校については、各中学校区で教育研究会の活動を行い、教職員の連携、また、子供同士の

交流を行っています。中学校と高等学校については、芸北では、合同体育祭等の行事、また、

教員の相互乗り入れ授業を行っています。千代田地域においても、小・中・高の校長が毎月校

長会を行うなど連携を深めています。以上でございます。 

○議長（藤堂修壮） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） 保育所、認定こども園と小学校の連携について説明をいたします。就学

前となる年長児童が小学校訪問や授業体験などを計画的に行い、小学校の環境になれ親しみ、

明るい希望を持って入学できるよう配慮しております。児童個々の特性や発達状況を知らせ、

子供の育ちを小学校教育につなぐため、保育士と教職員の連携によって、状況提供を密に行っ

ております。また、入学後に保育士が学校を訪問し、児童の様子を確認する機会を設けるなど、

入学前後の児童を見守る体制を整えております。以上です。 

○議長（藤堂修壮） 梅尾議員。 

○５番（梅尾泰文） 保育所と小学校、小学校と中学校、中学校と高等学校というふうな近いとこ

ろの連携というのは、今お聞きをしましたけども、それを今度は、垣根を飛び越えて、保・

小・中・高・大学というふうなところとの連携というのは、私、以前、芸北地域でそのような

取り組みがあるやに聞いたことがあるわけですけども、そういった総合的な連携という部分に

ついては、どのように行っておられるかということをお聞きをしてみたいと思います。 

○議長（藤堂修壮） 学校教育課長。 
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○学校教育課長（石坪隆雄） 総合的な連携というところで、大学までというところは、私認識は

しておりませんけども、先ほど申しましたように、各中学校ごとに教育研究会、ブロック研究

会を立ち上げております。その中には、保育所、小学校、中学校、高等学校の先生方が連携を

して研修会を行っており、それによって交流をしているという状況はあります。以上でござい

ます。 

○議長（藤堂修壮） 梅尾議員。 

○５番（梅尾泰文） 教育委員会の方で、大学とのつながりということまで把握してないというこ

とですが、突然に振ってまことに申しわけないんですが、芸北支所長のほうで、そのような情

報とかをお持ちではありませんか。 

○議長（藤堂修壮） 芸北支所長。 

○芸北支所長（成瀬哲彦） 芸北支所からお答えいたします。芸北支所のほうで、保・幼・小・

中・高一緒になって、いろんな活動しておりますが、これといいまして、それぞれの先ほどか

らありますように、行事で関連を持ちながら進んでいるところは事実でございますが、今、こ

れといってご紹介することがないのではないかと思います。ただ、常に連携を取りながらやっ

ておられるのは事実でございます。 

○議長（藤堂修壮） 梅尾議員。 

○５番（梅尾泰文） 大学とのということをお聞きしたわけですが、突然に振ったんで、そこのと

ころまでの答弁という準備がされていなかったということもありますから、結構でありますけ

ども、町内の中学校から高校への進学ということは、小規模ではありますけども、高等学校、

地元にあります。その地元への進学率の状況をお聞きしたい。だから、千代田地域の千代田中

学校から千代田高校へどのぐらいの方が進学をされるのか。あるいは芸北地域の中学校から加

計高校芸北分校に進学されるのかという、進学率のことをお聞きしてみたいと思います。 

○議長（藤堂修壮） 学校教育課長。 

○学校教育課長（石坪隆雄） 進学率のことでございますけども、平成２７年度の中学校３年生の

地元高校への進学でございます。まず、芸北中学校から加計高等学校芸北分校の進学率でござ

いますけども、７８％でございます。それから、千代田中学校から千代田高校への進学率は４

０％でございます。なお、地元高校、新庄高等学校含めますと、進学率は６０．５％でござい

ます。以上でございます。 

○議長（藤堂修壮） 梅尾議員。 

○５番（梅尾泰文） 加計高校芸北分校への進学率は７８％ということで、非常に進学率が高いと

いうことであります。これも長年いろいろな取り組みをされた結果がこういうふうになってい

るんだろうというふうに思います。少し残念なのは、千代田中学校から千代田高校、あるいは

新庄高校への進学率が６０．５％ということで、かなり地元の高校以外のところに流出されて

おられるのかなというふうに聞くわけでありますけども、そうはいいながらも、いろいろな手

だてをして、地元の高校を盛り上げていこうというふうな取り組みがされるはずでありますし、

今からもされるだろうというふうに思います。以前、大分県の安心院中学校と安心院高等学校

というところの校長先生が千代田に来られて、以前、地元の中学生が地元の高校に来ないとい

うことを憂いて、いろいろと作戦を練ったりしながら、地元の高校への進学率を高めてきたと

いうことを報告をされて、すごいなというふうに思ったわけでありますけども、そういうとこ

ろへの取り組みは、今、この町はされようとしているのかどうなのかというのをお聞きしてみ
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たいと思います。 

○議長（藤堂修壮） 学校教育課長。 

○学校教育課長（石坪隆雄） 平成２３年の１１月１日に大分県の方から講師を招いて、高校を盛

り上げようということで講演会が開かれました。それ等を基本としまして、北広島町としまし

ては、何点かの事業を展開をしております。１つは、高校支援の補助金でございます。特色あ

る高等学校をつくっていただくということで、高校支援の補助金を出しております。２つ目は、

クラブ活動、高校のクラブ活動への振興補助金を出しております。それから、もう１点目は、

連携型中高一貫教育推進実践研究校としまして、芸北中学校、高等学校に補助金を出しており

ますし、それから千代田中学校と高等学校のほうにも研究の補助金を出しているということで

ございます。以上でございます。 

○議長（藤堂修壮） 梅尾議員。 

○５番（梅尾泰文） それぞれ取り組みをされているということで、３点の報告がございましたけ

ども、そのことを進めるということが地元の高校を活性化する。あるいは進学率が高まるとい

うことにつながるのか。それ以外に方法はあるけれども、なかなか手つかずでいるんだよとい

う状況なのか、これからの目標というのをさらに聞いてみたいというふうに思います。 

○議長（藤堂修壮） 学校教育課長。 

○学校教育課長（石坪隆雄） どちらにしましても、地元の高校へ進学率が高くなるということは、

やはり地元にとどまっていただく生徒が増えるということでございますので、やはり中学校、

高等学校の連携、それから地域の支え合いということが必要になってくるんじゃないかなとい

うふうに思っております。どちらにしましても、進学率を高める方向に事業を進めていきたい

というふうに考えます。以上です。 

○議長（藤堂修壮） 梅尾議員。 

○５番（梅尾泰文） これから進むべき方向というのをほんわかと丸くまとめて答弁いただきまし

たので、そのような方向で、しっかりと進めていただきたいというふうに思います。それでは、

２問目に入りたいと思います。２問目は、危機迫る低空飛行と住民被害ということであります。   

今、低空飛行の米軍岩国基地から飛び立つ低空飛行でございますけども、このたびの行政報告

の中でも、２ページであったろうと思いますけども、１０月と１２月の八幡地区、美和地区、

芸北支所、大朝支所というところで、騒音の測定をしているということの件数と、それから音

のどのぐらいの騒音が出ているのかというデシベルの数値が載っているわけであります。今、

この北広島地域というのは、米軍が勝手に決めておりますけども、エリア５６７であるとか、

ブラウンルートでというふうな名称をつけながら、航空訓練の空域にされているわけでありま

す。非常に県内の中で、一番北広島が騒音の被害を受けているというのが常に報道、あるいは

新聞などで出されているわけであります。さらに、これから、その危機が高まってくるという

ことになるわけでありますけども、神奈川県の厚木から空母艦載機が６０機ぐらい来るという

こと、それと先日はまた、非常に危険性の高い新しい戦闘機が岩国に３機ぐらい設置をされた

ということになりますと、これまでも非常に騒音被害があった。あるいは落下をする危険性も

あったという状況がさらに増してくるのは必然であります。県としても岩国の、県も市もそう

でありましょう、広島県もそうでありましょうけども、その被害を国に訴えて、その被害をな

くする方向に努力はしているように報道されたりしますけども、それでも騒音はやみません。

芸北の学校では授業が成立しないぐらいの騒音があるということであります。まず、測定をさ
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れた数値をどういうふうな扱いをして、どのように対処して、この被害を和らげようと、なく

そうとしておられるかをお聞きしてみたいと思います。 

○議長（藤堂修壮） 危機管理監。 

○危機管理監（五反田 孝） 騒音に対する対応はということだろうと、質問の内容はそういうふ

うに受けとめておりますが、最近、低空飛行の騒音による直接的被害の報告は今のところあり

ません。平成１１年１月１４日の日米合同委員会の在日米軍による低空飛行訓練についての６

項目合意の中で、１番のところで、在日米軍の航空機は、原子力エネルギー施設や民間航空機

の場所を安全かつ実際的な形で回避し、人口密集地域や公共の安全に係る他の建造物、学校等

に妥当な配慮を払う。２番のところで、国際民間航空機や日本の航空法により規定される最低

高度基準を用いており、低空飛行訓練をする際、同一の米軍飛行高度規制を現在実施している。

５のところで、在日米軍は、日本国民の騒音に対する懸念に敏感であり、週末及び日本の祭日

における低空飛行訓練を米軍運用即応態勢上必要から不可欠と認められるものに限定するとあ

ります。町としては、住民や施設に被害があった場合、２番目に、公共の安全に係る他の建造

物、学校、病院などへの配慮を怠った低空飛行、３つ目に、週末及び日本の祭日における低空

飛行、４つ目に、高度１５０メートル以下の低空飛行、５番目に、１００デシベルを超える爆

音があった場合、実態があった場合には、速やかに関係機関への報告を行うとともに、状況に

応じては、米国や国に対し、抗議や要請を行います。また、騒音測定器の結果だけではなく、

町民や職員からの目撃情報を収集し、毎月県に報告を行っております。以上が状況でございま

す。 

○議長（藤堂修壮） 梅尾議員。 

○５番（梅尾泰文） このたびの行政報告では、１０月と１１月しか飛行回数、目撃件数等は載っ

てないんですけども、１２月は間に合わなかったのかもしれませんけども、この１０月と１１

月だけの北広島町が出された被害件数等について見れば、１２月も１月も、ないということで

はないと思いますし、私も先日、芸北に行っておりましたら、機影は見えませんでしたけれど

も、音はゴーゴー言ってるのはありますから、たしか、空の上では飛んでたろうというふうに

理解をします。そして、この表の書き方で、最大値が例えば１０月の場合、最大値が１１０．

５、八幡でありますが１１０．５のデシベルであります。マックス。その下には７０デシベル

以上の回数が載っていますが、９３回というふうに載っています。目撃実日数も１７日、目撃

件数が１０８件というふうにあるわけですが、これの数値を見たときに、住民に被害がないわ

けはありません。そこら辺を、まず、この表つくられて、７０デシベル以上の回数というのは、

あえて特出されておるのは７０デシベルに何かの意味があるんだろうというふうに思いますが、

いかがですか。 

○議長（藤堂修壮） 危機管理監。 

○危機管理監（五反田 孝） ７０デシベルというのが、一般に騒音と感じる大きさだと認識して

おります。その７０デシベルを超えると、人間がうるさく感じる音量となるということです。 

○議長（藤堂修壮） 梅尾議員。 

○５番（梅尾泰文） ７０デシベル、人間が通常生活をする上で、言うてみれば、耐えられないと

ころの数値の基準が７０デシベルぐらいであるのかなというふうに思います。ですから、かな

りその基準値というのは大切なことであります。それが９３回も１０月にはある。１１月には

１０２回もあったんです。そういうふうなことを聞きながら、なかなか国や米軍の方に訴える
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ことができないと。さらに、先ほども言いましたように、さらに、極東第一になるぐらいの岩

国米軍基地になるということでありますから、非常にそこからの戦闘機の離発着というのは、

これから本当に増えてまいります。危険が増してきます。そこのところをしっかりと認識をし

て、これからどのような形で、町民を、あるいは周辺地域の住民を守っていくのかということ

が本当に課題になるだろうというふうに思います。そこの取り組みを今、何かされていますか。

これからしようとしておられますか。お聞きをしてみたいと思います。 

○議長（藤堂修壮） 危機管理監。 

○危機管理監（五反田 孝） 町として、過去にも抗議や要請を行っていますが、平成２８年後半

の在日米軍機のたび重なる墜落や不時着などの事案が発生した際の平成２８年１２月１５日に

も防衛大臣、外務大臣及び米国大使館、岩国基地へ地元自治体の声を真摯に受けとめ、早期の

原因究明や情報公開、米軍機の訓練による地元住民の不安の増大や騒音による生活環境を悪化

させることがないよう、要請書を発送しております。今後も、機体の数が増えるので、状況を

注視し、対処していきたいと考えております。以上です。 

○議長（藤堂修壮） 梅尾議員。 

○５番（梅尾泰文） 抗議等もしておられるようでありますけども、この町として、被害を受けて

いる関係市町と連携をしながら、以前は、君田村の村長が中心になって、騒音の規制をすると

いう、そういう期成同盟というふうなのをつくられて、県や国に対して発信もグループでして

おられたということでありますが、この北広島町は一番被害が多い町でありますが、その先頭

に立って、この町が関係市町と政府等への取り組み等を進めることができるのかどうなのかと

いうのを、以前も町長にお聞きしましたけども、少し緩やかなといいますか、濁したといいま

すか、はっきりしたものがなかったようにも思いますけども、再度お聞きをしてみたいと思い

ます。 

○議長（藤堂修壮） 町長。 

○町長（箕野博司） アメリカの低空飛行の目撃が多い本町では、以前もお答えをさせていただき

ましたように、同じような思いを持っている市町と連携をしていこうということで、廿日市市、

安芸太田町、三次市と情報交換などの連携を行っております。まずは、この低空飛行の情報共

有をしていこうということと、各市町のホームページから他市町の関連情報を見やすくしてい

こうということで進めております。日米両政府や岩国基地に対する抗議、要請活動での連携な

ど、今後も引き続き、取り組みを検討してまいりたいと思っております。１回目は、北広島町

に集まっていただいて協議をさせていただいたところであります。 

○議長（藤堂修壮） 梅尾議員。 

○５番（梅尾泰文） 北広島町に集まっていただいて、関係機関と関係自治体とで話をしたという

ことでありますが、それは、これからどのようなことを行っていこうということを具体的に話

された内容でしょうか。 

○議長（藤堂修壮） 危機管理監。 

○危機管理監（五反田 孝） 今、町長が言われましたとおり、今現在はホームページから他市町

の関連情報を見やすくするなどの連携を行っておりますが、３月の後半にも、もう一度ここに

集まって、これからの進めるべき方向とか機体が数が増えたりするような方向を検討していき

たいと思っております。 

○議長（藤堂修壮） 梅尾議員。 
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○５番（梅尾泰文） 今、騒音の被害ということで、生存権が脅かされる、あるいは教育を受ける

権利が侵害されるというふうなことが本当にこの町で起こっているわけであります。そこをし

っかりと受けとめていただき、そういう状況から脱却をするといいますか、そういうようなこ

とがないような方向にぜひ持っていっていただきたい。先日、島根県の旭町の保育園のあたり

に行きまして、浜田市の職員がその保育園の上空を１時間余り、爆撃機がゴーゴーと言いなが

ら、ずうっと飛びまくっていたというのをビデオでずうっと聞かせていただきましたけども、

本当にすごいことで、子供さんたちはおびえているという状況であります。今、そのことがた

またまこの町にはない、１時間もというふうなことはないわけでありますけども、そういうこ

とを平気でやってのけているということであります。アメリカの幹部、あるいは日本に対して

の官僚には、安全に配慮するとかいうふうなことは言ってますけども、事実、乗って飛んでい

るパイロットの方たちにまでその話がいっているとは到底思えないという状況がありますから、

ぜひ、そこら辺もしっかりと認識いただいて、これから安全・安心、そして恐怖が起こるよう

な実態を取り除くという努力をさらに進めていただきたいというふうに思っておりますが、副

町長が発言したいということでありますから、どうぞ。 

○議長（藤堂修壮） 副町長。 

○副町長（空田賢治） 議員がご指摘のとおり、米軍の発表によりますと、新聞報道によりますと、

厚木基地から米空母艦載機の一部が岩国基地に移されるということで、間違いなく中国山地に

おける低空飛行訓練やそれに伴う騒音被害、また事故発生のリスクということについては懸念

される状況になっております。本町といたしましても、先ほど来説明しておりました騒音測定

器による実態把握とその結果、ほかにも町民の皆様からの目撃情報などを町で取りまとめて、

関係市町とともに県に報告して、国の対する住民の不安の増大や生活環境を悪化させることが

ないように、強く要請してまいりたいと思っております。いずれにしましても、住民の安心、

安全、暮らしを守るという基礎自治体としての役割を果たすということを全力で取り組んでま

いりたいと思っております。なお、連携市町の会議の日程、３月末と先ほど言いましたけれど

も、これはまだ、事務的に調整する話でございまして、今後、引き続き取り組みをするに当た

って、次回はどうするかということを話している段階で、お含みおきいただきたいと思います。 

○議長（藤堂修壮） 梅尾議員。 

○５番（梅尾泰文） 私は、この低空飛行の被害の問題は、過去１２年間で６回質問をしてきまし

た。その成果の一つとしては、町が騒音測定器を購入して、その騒音測定器の数値によって、

具体的に何をしていこうかなという方向に進んだということは間違いないというふうに思って

おります。これから先、その数値も利用しながら、廃止に向けての取り組みをさらに進めてい

かれるだろうというふうに期待をしながら、低空飛行の問題は終えたいというふうに思います。   

それから最後の質問であります。３問目でありますけれども、保育園児の受け入れは万全かと

いうことであります。今、全国的には、保育園入所にかかわって待機児童ということで、なか

なか保育園に入所できないという問題があるわけであります。本町には、そのような状況はな

いのかなというふうに思うわけでありますけども、本町では、こども園を含めて１３園ありま

す。定数が２０人のところから１２０人規模の保育園があるわけであります。トータルで約６

００人ぐらいの受け入れがされているということであります。まず、本年度の待機児童や居住

区域外への保育所入所はどのぐらいあるかということをお書きしておりますが、待機児童があ

るかということと、それから、地域の一番近いところに保育園があったら、そこに本来行くの
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が一番近いですからいいんですけども、そうでなくて、そこの保育園がいっぱいだから、少し

離れたところに空きがあるんで、そっちに行ってねというふうなことがどのぐらいあるかとい

うことでお聞きをしておるんで、そういうところでご回答いただければというふうに思います。 

○議長（藤堂修壮） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） まず、待機児童の件ですけども、今年度は待機児童はありません。ここ

数年待機児童はありません。また、居住区域外への保育所入所についてですけども、居住区域

にかかわらず、保育所を自由に選べる状況になっております。町在住の入所児童数約６２０人

のうち４分の１に当たります約１６０人が居住区域外の保育所等へ入所されておる状況です。

以上です。 

○議長（藤堂修壮） 梅尾議員。 

○５番（梅尾泰文） ６００人の保育園児等がおられる中で、１６０人が近くのところではないと

ころへ今入っているということでありますが、かなりの方が、それが離れたところが目的だっ

たという例もあるでしょうし、そうでなくて、近くがあるんだけども、そこが満杯だったから、

そこをクリアしなければいけなかったということもあるんだろうと思うんですが、どちらがそ

れが多いんでしょうか。保護者の願いのほうが１６０人の比率の中では多いのか。いや、保育

所の事情で１６０人の方たちが違うところへ、自分の思ったところでないところへ入所しなけ

ればいけなかったという比率はいかがでしょうか。 

○議長（藤堂修壮） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） 区域外の入所理由につきましては、保護者が希望された事例が全てです。

その理由については、通勤先に近いとか、保育所の保育方針等々に好みがあったりするなど、

保護者の方があえて居住区以外の保育所を希望されているのが実態でございます。 

○議長（藤堂修壮） 梅尾議員。 

○５番（梅尾泰文） 理想的な配置の仕方になっているのかなというふうに思っているところであ

ります。それでは２点目でありますけども、保育の児童数や保育年齢に応じて保育士の人員配

置が決まっていると思いますが、それは法律の定めによって適正に運用されているというふう

には思いますけども、そのようになっているかどうか、お聞きをしてみたいと思います。 

○議長（藤堂修壮） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） 保育士の人員配置につきましては、議員がおっしゃるとおり、厚生労働

省及び北広島町において定めます児童福祉施設の運営基準を満たした人数となっております。

以上です。 

○議長（藤堂修壮） 梅尾議員。 

○５番（梅尾泰文） 適正に配置がされているということで安心をしたところであります。さて、

１２月の議会、今、２月の議会ですけども、１２月の議会で、公立保育所のことについての答

弁であったというふうに思いますけれども、合併後に保育士が退職をされたということがあり

ます。何人退職されたかというのもお聞きをしますけども、その退職後の補充が正規の職員で

はなくて、臨時あるいはパート職員で賄われている、来ていただいているというふうにお聞き

をしましたけども、その状況をもう少し詳しくお聞きしてみたいと思いますが、よろしくお願

いします。 

○議長（藤堂修壮） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） 公立保育所におきましては、常勤職員の約半数を臨時職員で運営してお
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ります。管理運営等は園長、所長、主任など正職員で対応しております。一方、臨時職員も適

正に職務を遂行しておりますので、臨時職員が多いことが保育の質に直接影響しているとは考

えてはおりません。以上です。 

○議長（藤堂修壮） 梅尾議員。 

○５番（梅尾泰文） 合併してから１２年になりますけども、その間の保育士が退職された人数を

まずお聞きをしてみます。 

○議長（藤堂修壮） 総務課長。 

○総務課長（古川達也） 退職者の人数ということで、総務課のほうからお答えをさせていただき

ます。平成１７年合併時からの保育士の退職者の人数は７名でございます。 

○議長（藤堂修壮） 梅尾議員。 

○５番（梅尾泰文） 少子高齢化ということがささやかれて久しいわけであります。子育ての大切

さと保育の重要性ということは常々聞くわけであります。今、合併時から保育士が退職された

方が７名であります。７名退職されて、補充は臨時採用の方にお願いをしていると。臨時採用

の方であっても保育士の資格は当然持っておられるわけであります。採用試験をしないから採

用にならないだけであって、子育てに対しての情熱、熱意というのは、必ず熱いものを持って

おられるわけであります。その方が職員になるというチャンスも与えられずに低賃金で働くと

いう実情があるわけですが、なぜ採用試験をするということにならなかったのか、お聞きして

みたいと思います。 

○議長（藤堂修壮） 総務課長。 

○総務課長（古川達也） まず、お答えをする前に、保育士の職員の現状について少しお答えをさ

せていただきたいんですけれども、退職者を臨時職員でという答弁させていただきましたが、

正確に申し上げますと、合併後、採用者は１人ございます。それから、先ほど退職者７名と申

しましたが、幼稚園の廃園、廃止などによりまして、職種の変更して保育士となった者が４人

でございます。正規な保育士の人数といたしましては、平成１７年が２２人、平成２８年度に

ついては１９人ということで、３名の減といったことになっております。なぜ、採用試験をし

てこなかったのかといったご質問でございますが、行政改革におきまして、第１次、第２次と

行政改革大綱作成しておりますけれども、民間委託の推進、民間との役割分担、事務事業の見

直し、こういった観点から、町立保育所のあり方の検討に着手をしてきているところでござい

ます。このことによりまして、町の職員としての保育士の採用を今までは見合わせてきている

といったところでございます。 

○議長（藤堂修壮） 梅尾議員。 

○５番（梅尾泰文） １２月のときに答弁されたこととこのたび答弁されたことは、少しこのたび

のが詳しく説明されて、幼稚園教諭と保育士ということの職種替えがあった。トータルとして、

合併時と今では、正規の職員が３名減になったと。それに補充がないということの説明であっ

たというふうに思います。行革大綱というふうなことを口にすれば、人員削減がまかり通るん

だろうというふうな言い分のような気がしますけども、やはり保育というのは、いろんな部署

で、大切な部署ばかりしかないわけでありますけども、非常に大事な仕事であります。今の保

育自体を軽んじて、日陰の存在になっているんだろうかなというふうに思わされる節があると

いうふうに思ったりするんでありますが、しっかりと、そうはいっても、責任の度合いもいろ

いろありますけども、正規の職員で賄っていくということを追求をしていただきたいというふ
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うに思っていますし、さてさてということで、同一労働、同一賃金というのを今政府も言い始

めていますけれども、同じ仕事をし、同じ責任を持たされて、賃金が違う、あるいは処遇が違

うというふうなことがあってはならないよというふうな状況が今出ているわけでありますけど

も、そのあたりの処遇の違い等について、どうなっているのか、お聞きをしてみたいと思いま

す。 

○議長（藤堂修壮） 総務課長。 

○総務課長（古川達也） 各保育所に配置しております保育士につきましては、多様な乳幼児の教

育・保育ニーズなどに応えるためにそれぞれが責任と誇りを持って職務に専念をしているとこ

ろでございます。町職員の保育士につきましては、給与の支給に関する条例、勤務時間、休暇

等に関する条例などに基づきまして勤務を行っております。臨時職員につきましては、臨時職

員雇用に係る取扱要綱に基づいて賃金や休暇等について定める中で雇用し、勤務をしていただ

いておるところでございます。 

○議長（藤堂修壮） 梅尾議員。 

○５番（梅尾泰文） 正規の職員と臨時の職員の賃金の格差があるというのは私も承知をしており

ます。休暇等の処遇については、ほぼ同じ条件になってきているのか、近づいてきているのか

という、休暇の関係だけをお聞きをしてみたいと思います。 

○議長（藤堂修壮） 総務課長。 

○総務課長（古川達也） 先ほどもお答えさせてもらいましたように、取扱要綱によりまして、休

暇等についても定めておるところでございます。比較ですけれども、全く一緒ということには。

申し訳ございません、ちょっとその辺の整理をさせていただきたいんですけれども。 

○議長（藤堂修壮） 副町長。 

○副町長（空田賢治） 私も全ての休暇の仕組み、ちょっと今把握しているわけではないんですけ

れども、どうしても臨時職員ということで、任期の定めのある職員ということなので、一般の

職員とは休暇の制度で違う部分があります。今、ぱっと問題意識を持っているのは、例えば病

気休暇など、例えばインフルエンザにかかられたときに出勤停止になったときに、それを、ど

うしても出てこないという部分については、多分無給の休暇になってしまうんだと思うんです。

そこら辺の部分について、臨時職員の制度等どうするかということもありますが、安心して働

いてもらえるためにどういうことができるかというようなことを引き続き考えていきたいと思

っています。 

○議長（藤堂修壮） 梅尾議員。 

○５番（梅尾泰文） 臨時職員の方の休暇等についてもしっかりと、正規の職員に準ずるというふ

うな形になっていかなくてはならないのかなというふうに思っています。採用試験があれば、

試験を受けたいという方たちがほとんどであろうと思いますが、そのチャンスがないわけであ

りますから、よりそういう部分については、処遇の改善ということを図っていただきたいとい

うふうに思っています。それから、先ほど、保育園には園長がいて、主任がいてというふうな

ことで、責任のかかわり方といいますか、責任の重みも違ってくるんだろうというふうに思い

ますけども、やはり園の運営ということ、あるいは早出、あるいは遅出というふうなことがあ

りますが、それが正規の職員に逆に過重になったり、時間外が、勤務時間の延長とかがあると

いうふうなことがあるかもしれませんけども、そこら辺の実態はいかがでございますか。 

○議長（藤堂修壮） 福祉課長。 
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○福祉課長（清見宣正） 公立保育所におきましては、シフトをうまく組んでおりますので、時間

外勤務が多くあるというような状況にはありません。私立保育所におきましては、途中入所

等々があった場合には、なかなか職員の配置等々に苦慮されておるのが現状でございます。以

上です。 

○議長（藤堂修壮） 梅尾議員。 

○５番（梅尾泰文） 過密労働がないということでありますが、そういう状況であるというふうに

安心をしたわけですが、私が聞き及んでいる範囲でも、そうでないということも聞いています

けども、もう少し、しっかりとそういうふうな調査も行っていただいて、本当に今、課長が報

告されたような過密労働がないという状況にぜひしていただきたいというふうにお願いをして、

質問を終わります。 

○議長（藤堂修壮） 副町長。 

○副町長（空田賢治） １つ目の質問の、大学との連携ということで、どうしても申し述べておき

たいことがありますので、答弁をさせてください。直接、教育という活動ではございませんけ

れども、先日、広島大学との連携推進会議というのを持ちまして、副学長が出席されるんです

けれども、その場で、大朝中学校において、広島大学の留学生と英語を通じた連携交流をやっ

ておられます。そこで、うれしいことを言っていただきました。もう数年間取り組みを進めて

いるんですけれども、明らかに英語での対応が上手になって、ものおじしないように大朝中学

校の生徒がやっているというようなことがありました。こういうことをもっともっと伸ばして

いきたいと思っています。また、芸北地域におきましても、茅プロジェクトでありますとか、

せどやま再生事業、いわゆる木質バイオマスの関係で、広島大学のほうから、研究フィールド

としてたくさんの方が芸北のほうに来られておりますので、そこら辺との交流というものも今

後伸ばしていけたらいいんじゃないかなというふうに思っております。 

○議長（藤堂修壮） 梅尾議員。 

○５番（梅尾泰文） 今、副町長が言うての言葉を私は聞こうと思って質問してたんです。という

ことで終わります。 

○議長（藤堂修壮） これで梅尾議員の質問を終わります。暫時休憩します。１５分より再開しま

す。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

午前 １１時 ０６分  休 憩 

 

午前 １１時 １５分  再 開 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

○議長（藤堂修壮） 休憩前に続き、会議を続けます。次に、１７番、宮本議員。 

○１７番（宮本裕之） １７番、宮本裕之でございます。さきに通告しております冬期間における

除雪の課題を質問させていただきます。北広島町は、スキー場が６カ所あり、冬期間はスキー

客でにぎわう地域でもあります。近年、地球温暖化と異常気象で、１２月や１月初めまで積雪
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のない年も見られるようになり、スキー場経営も深刻な状況となっております。しかし、いか

に暖冬といえども雪の降らない年はありません。このような気象を生み出しているのがエルニ

ーニョ現象、ラニーニャ現象といわれております。言葉を聞くだけでは、なかなか分かりにく

いものなんですが、エルニーニョ現象では、冬は温暖化傾向になり、ラニーニャ現象では、夏

暑く冬寒く、特に日本海側では大雪になることも予想されております。今年の冬も、このラニ

ーニャ現象により各地で大雪が観測されております。近くでは鳥取県の智頭町では、１月２３

日からの１メートルを超える大雪で、国道３７３号線、５３号線、鳥取自動車道などで２４０

台からの車が立ち往生して、知事が自衛隊に災害派遣を要請をしております。こうした大雪が

今後も予想され、住民の安全・安心を守るためにも除雪が重要となってまいります。現在、北

広島町では、除雪体制が整っていると思われますが、オペレーターの高齢化や建設業者の従業

員不足で、このままで推移すると、除雪ができない状況が起きることも否定できません。そこ

で、除雪に対する課題とその対策をお聞きいたします。最初に、現在の除雪体制は本町全体が

大雪に見舞われても対応できるような体制になっているのか、お聞きいたします。 

○議長（藤堂修壮） 建設課長。 

○建設課長（砂田寿紀） 大雪時の除雪体制の件でございます。建設課からお答えいたします。 

   大雪の程度ということになろうと思いますが、全ての状況で、完全に対応できるような体制

というのは整ってはおりません。また、住民の皆さんの満足度にもよると思いますが、それが

全てかなうような体制ということにもなかなか難しいと考えております。ただ、直近の例を見

ますと、平成２２年度に豪雪となった例がございました。このときは八幡で１９０ｃｍ、大朝

で７０ｃｍの積雪を見ております。このときの対応は、地域、学生等のボランティアの方々の

ご協力をいただいたこと、それからまた除雪業者の方も早朝から取りかかっていただいて、報

告によりますと、除雪総延長が８８０ｋｍ、出動日数が６０日、除雪費も例年の３倍近くにな

ったというような報告があります。現在におきましても、同程度の積雪であれば、皆さんのご

協力を得ながら、何とか対応できるのではないかというふうに思っております。ただ、それを

超えるようなことになると、それはもう災害対策という観点から、地域防災計画に基づいて動

かさせていただかなければならないかなと考えております。 

○議長（藤堂修壮） 宮本議員。 

○１７番（宮本裕之） 建設課長の答弁お聞きして、それはごもっともです。大雪の状況もしかる

し、そのときの除雪体制が今後どうなっていくかということもあると思うんですが、この雪、

スキー場関係者にとっては大変必要なものというのは十分ご理解いただいていると思います。

ですから、大朝、芸北にとりましては、雪は空からの贈り物というか、白いお金と言ってもい

いんです。ただ、これ降り過ぎると住民生活に非常な困難が出る。雪が降らないと、春から夏

にかけて水不足も考えられるときに、徐々に浸透した雪が水不足に対応してくれる。ありがた

いものでもあるんですが、言われたように、３８豪雪とか、平成１８年、２２年のように、２

ｍ近い雪という雪が局所的に降るのが、今のようなラニーニャ現象とかいう現象の中に起きて

いるんだと思うんですが、建設業の方が主に対応されておられると思うんですが、この除雪作

業の請負、これ地域別ではどういうふうな請負体制で、どういった国県道ある町道のバス道路

路線とか請け負っておられるのか、そこら辺をお聞きします。 

○議長（藤堂修壮） 建設課長。 

○建設課長（砂田寿紀） 除雪の作業委託で、地域的なところでいかがかというところでございま
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すが、地域別に申し上げますと、芸北地域では、町が委託しておりますのが７業者、大朝地域

では１０業者、千代田地域は１５業者、それから豊平地域は９業者でございます。それぞれ建

設業者の方がほとんどではございますが、中には組合でありますとか団体、それからリース会

社といったようなところでお願いをしております。 

○議長（藤堂修壮） 宮本議員。 

○１７番（宮本裕之） 主には、やはり主体となるのが建設業者という答弁だったと思います。地

域の建設業者の方は、こういった大雪時の除雪はもとより倒木の撤去、また、がけ崩れが起き

たときの土石の除去とか、こういった災害等にも大きな役割を担っておられます。こうした地

域の防災にも貢献してきておられる建設業者の今の状況というのは大変厳しいものがあるとい

うことはご理解いただいていると思うんですが、せんだって、１８６号線の土砂崩れ、これい

まだに、今、復旧の見通しが立ってないんですが、バリケードをやったり交通整理、全部これ

地元の建設業者の方が、今も２４時間通じて見守り、安全対策にかかわっておられます。こう

いったことで、やはり地域住民の安全・安心を守っていただく方の役割は非常に大きいものが

ある。そういったことで、今後とも、あともう一回、最後に公共事業の展開によって、この除

雪が難しくなるんじゃないかという質問させてもらうんですが、この除雪がなかなかうまくい

かないと高齢者や体の不自由な方、今大変苦労されておられます。家の周りまでは、やはり除

雪はしてもらえるんですが、生活道までは。それから自分の家まで、また、玄関先、家の周り、

除雪ができない人も、高齢者の方もたくさんおられます。そういった方々の家の周りまでの除

雪の対応についてお聞きしてみたいと思います。 

○議長（藤堂修壮） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） 家路までの除雪という質問だろうと思いますけども、その除雪につきま

しては、みずから作業されるか、家族や親戚などで行われているのがほとんどではないかなと

いうふうに思っております。みずから作業ができない方につきましては、地域の方々や民生委

員、それからデイサービス、あるいは訪問介護サービスを受けておられる方につきましては、

介護事業者などの善意によって行われているのが実態ではないかなと思っております。また、

シルバー人材センターとか建設事業者に依頼されての除雪をされておるのが実態ではないかな

というふうに考えております。以上です。 

○議長（藤堂修壮） 宮本議員。 

○１７番（宮本裕之） 福祉課長は、芸北の生まれ育ちですから、この雪のことについては、大変

事情もよく詳しいと思っております。どの家も、昔は家の周り雪囲いなんかもされていた家が

多かったんです。近年、雪囲いもできないから、どうしても屋根から落ちた雪が建具やらガラ

スまで壊れそうな家をたくさん見かけます。だけど、どうしようもできない状況がある。今言

われたように、デイサービスとかいろいろ利用される方も、なかなか除雪が早く来ないといけ

ないという苦情とかもあると聞いております。何とか除雪ができない人、全く体が不自由で、

家の周りの除雪もできないという高齢者たくさんおられますよね。やはりそれを自助、共助、

いろんな形でしていく中で、児童民生委員の方やら区長の方がボランティアでやる、あるいは、

自治区の１時間当たりの作業費は、工面してでもやるという地域もあります。そうしたところ

で、私は、以前除雪機の補助というのが何台かあって、それを希望されたところがくじで引き

当てたところは持っておられる。私は、各支所に小型の除雪機１台ぐらいは確保して、児童民

生委員の方でも持ってない方もおられる。こういった方が、もうすぐ無償で貸していただいて、
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燃料代ぐらいは何とか負担してもらうとかいうような形もこれからとっていく必要があるんじ

ゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（藤堂修壮） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） 除雪されてない実態はさまざまな状況があるのではないかなというふう

に思っております。考えられることとしましては、その地域が作業困難な高齢者ばかりで、な

かなかその助け合いができない状況にあったり、あるいは、その世帯が遠慮されて、なかなか

その助けを求められないという状況もあろうと思います。また、地域によっては、その世帯に

なかなか踏み込めない実情があるのではないかなと、いろんなさまざまなことが想定されます。

やっぱり今後は、個々の状況をしっかり把握して、その把握に応じた対応の仕方、新たな仕組

みを考えていく必要があるのではないかなというふうに考えております。その仕組み、やり方

については、場合によれば、町域全域で考えることも必要であろうし、また、旧町単位で考え

ていく必要もあろうかと思いますし、個別の地域で考えていく必要もあろうかと思います。い

ずれにしても自助・共助の流れの中で、そうした仕組みづくりを今後進めていく必要があるん

じゃないかなというふうに考えてます。以上です。 

○議長（藤堂修壮） 宮本議員。 

○１７番（宮本裕之） 福祉課長、思いやりのある温かい答弁で、期待をするんですが、芸北以外

でも東北、北陸、そうしたところでもいろんな取り組みがされております。最初に言われたよ

うなボランティアのこととか、岐阜県の高山市では、ひとり暮らしのお年寄りが冬場だけ移動

して、旧教員住宅とか、空いた空き家の中を改造した家なんかを利用して共同で住まれる。１

２月から３月、一定の期間。といった取り組みをされている自治体もあります。芸北でいえば、

ホリスティックセンターとか、仙水園でも冬期間だけでも住まわれるという部屋はあります。

そういったことも今後考える必要があるんじゃないかと私は思うんですが、どうでしょうか。 

○議長（藤堂修壮） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） 宮本議員がおっしゃったように、他地域の実例もありますが、まず、

個々の実態、どういうふうに思われているかというところの把握がまず必要ではないかなと思

っております。その把握の中で、次に、どうした展開をしていけばいいのかというところをま

た議論していくことが必要ではないかなというふうに考えてます。 

○議長（藤堂修壮） 宮本議員。 

○１７番（宮本裕之） 支所における除雪機対応の答弁がないんですが、これは、今から各支所長

にお聞きしてみようと思うんですが、この合併した後、豊平地域、平成１８年ですか、家の前

の除雪をしていたときに、屋根の雪が落ちてきて埋め込まれたというか、圧雪で押し潰された

という形で、女性の方がお亡くなりになられている。芸北でも、除雪機のロータリーに巻き込

まれたというような事故も起きております。こういったことで、いろいろ除雪に対すること、

建設業者やいろいろな方々にも、いろいろ苦情やら要望、また、これからどういうふうにして

ほしいという期待感を持ったような意見もあると思うんですが、各支所におけるそういった対

応、また今後の課題があるんじゃないかと思うんですが、今の支所における小型除雪機を配置

すると。それを児童民生委員さん、いろんな必要と見られる方に無償で貸与していくというよ

うなことも含めて答弁いただきたいと思います。 

○議長（藤堂修壮） 芸北支所長。 

○芸北支所長（成瀬哲彦） ご質問いただきましたことにつきまして、芸北支所からお答えをさせ
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てください。まず、芸北支所につきましては、ご存じのように、非常に雪も多ございまして、

先ほどありましたように、各業者の方につきましては、朝早く、もしくは夜中から対応してい

ただいております。その関係で、当然、主要幹線道でありますので、多少の時間のずれが生じ

る場合で、どうかなという意見はありますが、今のところは皆さんご理解いただきまして、除

雪作業はうまいこと進んでいるところでございます。先ほど言われました支所の配置しての除

雪機等の関係でございますが、こういった状況になりますと、それも必要になってこようかと

思います。支所に常時しておいて、それでその内容によって使っていただくことも必要であろ

うかなとは思います。ただ、こちらのほうに置いて、またこちらのほう動かすには、芸北では

地域振興協議会、もしくは地域を中心としたそういう組織でいろいろ考えて動いていただけれ

ば一番ではないかというふうに考えております。今からの課題として検討させていただければ

と思います。以上です。 

○議長（藤堂修壮） 大朝支所長。 

○大朝支所長（清水繁昭） 大朝支所の実情でございます。小型除雪機は支所にございます。ただ、

先ほど議員おっしゃいましたような形で、一般の方に貸し出しという体制にはなっておりませ

んが、芸北支所長申しましたような形で、今後やはりそういったことも考えていく必要があろ

うというふうに考えております。また、大朝地域２８０路線ぐらい除雪路線があるわけですけ

れども、業者さんが１０社ということで、大体１業者さん当たり３０近いものを持っておられ

るというところで、やはり幹線道路から先にやっていただきますので、どうしても時間差が出

てくるという実情はございます。その辺のあたりは、町民の皆様に若干我慢をしていただいて

いるという状況でございます。 

○議長（藤堂修壮） 豊平支所長。 

○豊平支所長（多川信之） 豊平支所です。除雪に関しての課題ということでありますけども、私

のほうで、町民からかかってくる事例でありますけども、２点、最近ではありました。早く除

雪してほしいというのが１点と、また、町道除雪した除雪が出入り口を塞ぐというとこで、今

までは自分でのけとったんだが、なかなか年をとってしわい、のけてくれというのもこの間あ

りました。そういう、それぞれの場合においても、原則、町道除雪においても迅速、また早期

に効率的に除雪するということで、何とか自助でやっていただきたいと、その都度その都度依

頼しているような状況、そういう課題があります。また、支所の除雪機の課題ということであ

りますけども、降った当日は、まず、豊平支所には、大小３台の除雪機がありますが、まず、

駐車場、公民館等々、降った当日は本当にお客様というのを優先してやるのが精いっぱいであ

りますけども、また一段落しましたら、そういう要望があった場合には、町道までの里道とか、

そういうところを抜けたいという要望がありましたら、また関係機関と協議しながら、また検

討していきたいと思います。以上です。 

○議長（藤堂修壮） 宮本議員。 

○１７番（宮本裕之） 各支所長、それぞれ地域性があって、路線のこと、いろいろ住民からの要

望も違うと思うんですが、やはり共通した課題は高齢者、体の不自由な方の対応というのは非

常に大きな問題になってくるんで、そこら辺はやっぱり地域協議会なり、支所、また行政でし

っかり対応していく流れをつくってもらいたいと強く要望しておきます。次に、児童生徒の通

学路の除雪に対してお聞きするんですが、これに満足な対応というのができておるんでしょう

か、お聞きします。 
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○議長（藤堂修壮） 学校教育課長。 

○学校教育課長（石坪隆雄） 通学路の除雪の件でございますが、日ごろから児童生徒の登下校の

安全確保に当たっては、保護者、見守り隊の方々を初め多くの地域の皆様のご理解とご協力を

いただいております。冬期の通学路の安全確保について、国道、県道の歩道の一部については

除雪を行っていますが、町内通学路全ての除雪には対応ができてない状況でございます。各地

域の通学路の除雪については対応が可能な範囲で保護者の皆さんや地域の皆様のご協力をいた

だき、引き続きお願いをしたいというふうに思っております。よろしくお願いします。 

○議長（藤堂修壮） 宮本議員。 

○１７番（宮本裕之） この問題につきましては、同僚議員また、この後も質問されるんで、私が

１点思うのは、これは芸北分校の雄学館寮生が、ついこの間１月だったと思うんですが、クラ

ブ活動終えて夕方、１８６号線を川小田から雄鹿原方面に歩いて帰っておられる。まだ除雪の

跡のロータリーが飛ばしてないんで、拡幅が狭い中、歩道も確保されてない。除雪されてない

んで、道路を歩いて帰っておられた。それ反射剤も何もつけてなかったんで、大変これは危な

いなと私は思って、まだ、これを分校長の方にまで話はしてないんですが、こういったことも

ありますので、やはり安全確保のためにしっかりと歩道の除雪必要だと思います。芸北地域と

豊平地域の小学校はバス通学生がほとんどなんで、歩いてくる児童はなかなか少ないんですが、

やはり冬期は滑って転んだりする、そういったこともありますので、しっかりとした対応を要

望しておきます。次に、除雪ボランティアなんですが、以前、この町でも除雪ボランティアに

よる除雪作業を取り組もうという話が私は記憶しておるんですが、こういったことは行われた

のか、お聞きします。 

○議長（藤堂修壮） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） 行政として、ボランティア活動について、どのように対応したかについ

てなんですけども、平成１７年の豪雪のときに、除雪ボランティアを募集しまして、１５名の

応募がありましたが、実働はしておりません。また、平成１９年にも除雪ボランティアの募集

を行っておりますけども、現場での指揮、指導、活動時の事故防止などの安全対策を検討した

結果、このときも実働しておりません。それ以降、現在に至って除雪ボランティアを募集した

ことはございません。 

○議長（藤堂修壮） 宮本議員。 

○１７番（宮本裕之） やはり雪かきをあまりしたことがない、経験がない方に、いきなり即戦力

になってボランティアで来てくれというのは、これ極めて難しいと思います。やはり直接戦力

になるのは地元の中学生、高校生、また行政職員です。ここの中に、全国の例があるんですが、

秋田県の大仙市というところは、除雪デーというのを設けて、職員に一斉に、この日は除雪に

回れといって指示して、一日中職員が除雪対応するという市もあります。これがやれというん

ではないんですけど、やはりそういったボランティアを活動する、しっかり動けるような状態

をつくるということですね。このことについては非常に私は重要になってくると思うんですが、

これは私の今回資料出させていただいたんですが、除雪作業中に亡くなる方が圧倒的に多いん

です。いろいろさまざまな要因はあるんですが、先ほど私が申したような屋根の雪に挟まれて

亡くなる方、溝に落ちて亡くなる方、除雪機のロータリーに巻き込まれて亡くなる方というの

があります。そうした中で、副町長は、除雪という経験がない方だと思うんですが、除雪ボラ

ンティアの必要性というのをどのようにお考えなのか、その点１点お聞きしてみたいと思いま



 

- 34 - 

す。 

○議長（藤堂修壮） 副町長。 

○副町長（空田賢治） ご指摘のとおり、除雪というのをしたことがないので、今回、千代田地域

に降った場合でも大変苦労しましたけれども、今、ご指摘がありましたように、除雪作業とい

うのは大変危険で、ある程度やり方などを熟知、体験してないと戦力にならないということが

ありますので、その対応については慎重に行っていく必要があると思います。今、地元の高校

生でありますとか、役場の職員等ありましたけれども、例えば出身者の方で町に出ておられる

方については、子供のころからやっておられる経験があるので、すぐに連絡取れるようにする

とか、そういったことも、ちょっと今思いつきで言いましたけれども、考えてみてはどうかな

と思います。 

○議長（藤堂修壮） 宮本議員。 

○１７番（宮本裕之） ぜひとも町職員による緊急時には、みんな除雪対応していこうというよう

な取り組みをぜひともこれから必要であると私は考えますので、そこら辺も考慮していただき

たいと思います。最後になりますが、公共事業の今後の推移次第では、除雪が非常に困難にな

る状況が私は想定すると思っております。今後、この建設業者が維持していくためには、ある

程度の公共事業が必要でありますし、その点について行政としてはどのようにお考えか、お聞

きします。 

○議長（藤堂修壮） 建設課長。 

○建設課長（砂田寿紀） 公共事業の関係でございますが、ご質問のように公共事業、かなり減少

しております。また、その中でも土木事業の減少は顕著になってきていると、これは事実でご

ざいます。そういった情勢の中で、まずは、除雪機械を維持していただいて、それから日々除

雪に携わっていただいている業者の方には感謝を申し上げるところでございます。今後の除雪

体制ということでございますが、除雪機械の老朽化、それから作業員の不足といった問題があ

る一方で、集落の人口減少、それから高齢化が要因であると思いますが、除雪要望が増加して

いるような状況があります。当方としましても非常に危機感を持っているところでございます。

そこで、今後は路線の見直しでありますとか、各業者の除雪能力による割り当て路線の再編成

でありますとかといったところで、極力効率的な除雪を行っていくという見直しが必要かと思

います。それから、さらに除雪機械の確保についても進めていく必要があると、今考えており

ます。 

○議長（藤堂修壮） 宮本議員。 

○１７番（宮本裕之） 建設課長のおっしゃるとおりで、もう除雪機を買ってまで除雪をするとい

う重い負担はもうかけれないと私も思います。千代田地域なんか、特に雪が、年間何回除雪さ

れるかわかりませんが、機械まで持って除雪するってあったもんじゃないと思います。そうし

た中で、一番大事なのはオペレーター、従業員ですね。この間、北陸地方の除雪作業の状況を

やってました。６６歳のもう一遍リタイアされた方が、再利用の中で除雪をされている。その

方の言っておられるのには、除雪機を完璧にこなせるようには１０年ぐらいかかるんだと。ま

た、その路線の把握、現場の状況を見ながら除雪する。ここに何がある、ここに何があるとい

うのを、ミリ単位ですよ、極端にいえば。ここにはいわゆるグレーチングがあって、今、１ｃ

ｍぐらい上がっている状況だから、ここはちょっと浮かさにゃいけんとか、そのぐらいなきめ

細かなところまでオペレーターの方ってやってます。だから当然初心者は、あちこちでぶつけ
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たり落としたりするわけですよ。中には、何と除雪が悪いのうといって苦情まである。ここら

辺はある程度目をつぶって、一人前になるまでという時間は必要だということを言っておられ

ると、やはり将来、除雪ができなくなる可能性が極めて高いよと。このこと、本当大変な時代

を迎えてると思います。だから私は、町独自の公共事業をつくる必要性を常に言ってます。や

はり道刈りだとか、川刈りも公共事業の一部として取り組む必要もあるし、私、若者定住促進

住宅を前政権のときに訴えてつくっていただいたんですが、これは、ただ若者定住だけじゃ、

目的ではないんだと。住宅をつくることは、少なくとも、２０種以上の職種の方が携わって家

はできますから。町内の波及効果はすごくあると。だから住宅建設、またお年寄りの住んでい

る家を改修するときの補助事業でやることの重要性、これはこれからも必要となってくる。こ

ういった点は、私は自分の考えは間違ってないと思うんですが、町長、いかがお考えでしょう

か。今後の除雪を守っていくためのある程度独自の公共事業的なものの発注、こういったとこ

ろを答弁願いたいと思います。 

○議長（藤堂修壮） 町長。 

○町長（箕野博司） 公共事業をもう少し活性化して、土木業者の活性化を図ったらということで

ありますけども、必要な公共事業については、当然そういうことで進ませてもらえるというふ

うに思っておりますが、地域の中で、いろんな需要がある部分について、全て公共ということ

にはならない部分があるというふうに思います。そういう場合は、地域の中で、そういった消

化ができるような仕組みづくり、地域づくりも必要なのではないかというふうに思っておりま

す。そういった幅広い観点で進めていきたいというふうに思っております。若者定住促進住宅

等についても、どういう形が一番いいのか、いろいろこれからも検討していく必要があろうと

いうふうに思っております。 

○議長（藤堂修壮） 宮本議員。 

○１７番（宮本裕之） 公共事業予算、今年、国交省が出した予算、昨年並みの５兆円規模なんで

すよ。一番ピーク時は１５兆円ぐらいあったんです。これ小泉政権から、また民主党政権でど

んどん減らされて、全国の建設業者も３分の１以上がなくなるような流れで、大きな血を流さ

れた業者もいっぱいおられます。やはり、今後この地域の安全・安心を守るためにもある程度

の公共事業、また災害対応ができる業者の育成というのは私は必要だと思います。健全で健康

な優良な従業員、優良な技能者がいる会社が何社かこの地域にないと、その地域は、私は、安

全・安心が守れる地域とは言えないし、そういう自治体でもないと、はっきり言えると思いま

す。そういうところを大きく、私は強く要望じゃありません。これは要求させていただいて、

答弁があればお聞きして、私の質問は終わらせていただきます。 

○議長（藤堂修壮） 町長。 

○町長（箕野博司） 先ほどもお答えさせていただきましたが、そういったところも十分考慮しな

がら進めていく必要はあると思っております。 

○議長（藤堂修壮） これで宮本議員の質問を終わります。暫時休憩します。午後１時より再開い

たします。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

午前 １１時 ５２分  休 憩 
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午後  １時 ００分  再 開 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

○議長（藤堂修壮） 休憩前に続き、一般質問を続けます。次に、９番、中村議員。 

○９番（中村勝義） ９番、中村、さきに通告しております１点について、ただいまからご質問い

たします。どうなる 平成３０年産からの米づくりということで質問させていただきます。米

政策が平成３０年産から大きく変わります。生産調整は、産地の主体的な取り組みに委ねられ、

政府の関与は縮小します。国が平成３０年産から、生産収量の配分をやめる、かわって産地が

需給調整を担うということで、現実的には生産調整は必要であるにもかかわらず、平成３０年

産からは、生産調整は不要になるといった誤解も生産現場に根強い勘違いがうかがわれており

ます。国による生産調整の配分がなくなることで、需給調整の責任感が低減したり、生産調整

の徹底で、地域に温度差が生じたりすると、農家の間に不公平感が生じることも懸念されます。

米は、産地全体の需給環境の影響を受けやすく、全ての産地で需給に応じた生産を確実に実施

する必要があります。忘れてならないのは、米価の安定なしには担い手の農業所得が増大し、

実現もいたしません。現場の不安を払拭するためにも制度見直しの内容を早急に農家に示すべ

きであります。また、３０年産からは、生産調整を実施する農家に支払われておりました米の

直接支払交付金、１０ａ当たり７５００円が廃止されます。このことからも、需給をしっかり

調整して、価格の維持向上と経営の安定を図らなければ農家の手取りはますます減少すること

になり、生産調整の農家のモチベーションが下がらないための措置が欠かせません。政策転換

の影響を受けやすいのは、大規模経営農家であります。需給バランスの崩壊、米価下落があれ

ば経営を直撃します。このため、若手の担い手農家ほど不安視しておられます。そのためにも、

生産調整を確実に実行するには、転作による主食用米を生産するのと同等か、むしろそれ以上

の所得が上げられるかがポイントになると思われます。農家の不安を解消するためには、具体

的な支援策として、環境整備を平成３０年産に向けて、今から急ぐべきと思われます。   

そこで、次のことを伺います。まず、１点目ですが、平成３０年産から米政策が見直されると

いうことで報道されておりますが、その具体的な諸施策はどうなっているんでしょうか。お伺

いいたします。 

○議長（藤堂修壮） 農林課長。 

○農林課長（藤浦直人） 平成３０年産からの米政策の見直しとなる施策案はというご質問でござ

います。米政策の見直しに係る情報については、広島県農業再生協議会と共有を図るとともに、

町の農業技術部会においても、何度も議題に掲げて、対応について協議を重ねているところで

ございます。しかしながら、国の施策の方向性が不透明でございます。町としての具体的な施

策の立案には現在のところ至っておりません。今後も国、県からの情報収集に努め、速やかに

対応できるよう準備してまいります。以上です。 

○議長（藤堂修壮） 中村議員。 

○９番（中村勝義） 来年に控えて、まだ不透明という部分で、具体的に対策は考えられないとい

うようなことですが、今、現時点で見直しということになると、１０アール当たり７５００円

がなくなる程度以外は全く予想も立たないというようなことでしょうか。生産農家としても、
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ある程度具体的に、この点については変わるんだというようなものがあるものかないものか、

ちょっと確認させてください。 

○議長（藤堂修壮） 農林課長。 

○農林課長（藤浦直人） 国からの情報、これは情報なんですけど、平成３０年以降は行政による

生産数量目標の配分が行わなくなるということ、米の需給、価格の安定を図るためには、各産

地で売れ残りが発生しないよう、必要に応じた生産を進めることが基本であるということ、各

産地が自主的に主食用米から飼料用米をはじめとする主食用米以外の需要のある作物に転換す

る取り組みについて、継続してほしいというような情報は入っております。 

○議長（藤堂修壮） 中村議員。 

○９番（中村勝義） 米の見直しとしては、各産地で、今度はそれぞれ需給調整、バランス考えな

がらやれよということですので、それに対する、今からの施策、補助とか支援とかいう部分に

ついては、これから国のほうから決定がおりるということであれば、それを待たねばどうもな

らんということで、仕方ないなという農家の気持ちではないかと思われます。それでは２点目

ですけど、米づくりの１０アール当たり、今の７５００円がなくなるということですので、米

価の安定と採算性、所得確保、あるいは経営安定という形の支援策も今から打ち出されるとい

うことかと思いますが、米づくりの労力、あるいは経営環境を考えると、分岐点は、大体６０

ｋｇで１万５０００円から１万６０００円の所得というような損益分岐点も計上されておりま

すが、とりあえず７５００円がなくなるということに対しての支援策といいますか、その辺も

一応見直し施策の国からの決定が出んと、各産地、生産地ごとでどうこうするというような所

得的な保障も今のところ考えられないということでしょうか。 

○議長（藤堂修壮） 農林課長。 

○農林課長（藤浦直人） 米の所得補償、７５００円ですね。なくなるということは、反当当たり

７５００円は２９年限りというところでございますが、それに対しての、それにかわる補填部

分については、まだ情報等はありません。先ほどの質問で、ちょっと私も一部、県から情報等

がある部分がありますので、それについて、先にお答えさせてください。諸制度の話ですけど、

米の直接支払交付金７５００円部分については、２９年産で終了と。そのほか例えば経営所得

安定対策の中の水田活用の直接支払交付金については継続予定と、収入減少緩和対策、ならし

対策でございますが、これは継続するというような情報は入ってきています。 

○議長（藤堂修壮） 中村議員。 

○９番（中村勝義） 今、直接支払い、あるいは、ならし対策については継続していく見込みとい

うような不透明の部分もありながらも続けられるのではないかということで、少しは安心はす

るわけですが、この辺のとこも踏まえて、とりあえず７５００円がなくなるということで、か

なりのマイナス部分もあるわけですが、そこらを鑑みながら、今年産米としての取り組みにつ

いて、今までと大きく変わった点とか、あるいは、こういうことを推進して来年に備えるとい

うような考え方も含めて、本年度としての生産数量目標、あるいは、もろもろの農業振興策と

かいう部分についての重点施策等をお聞かせくださいませ。 

○議長（藤堂修壮） 農林課長。 

○農林課長（藤浦直人） 見直しを控えます本年度は、農林水産省から全国の需要見通しに見合う

生産量を生産数量目標として設定し、各都道府県に固定した比率で配分し、県から本町へは米

の生産数量を１万２７６ｔと決定されております。これに基づきまして、町の農業再生協議会
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幹事会において、町内の各地域農業推進対策協議会へ情報提供行ったところでございます。安

定した所得が見込める非主食用米の取り組み拡大を引き続いて振興し、従来の主食用水稲と同

体系の作業であること、また設備投資が極めて少なく済み、米価の上下に左右されない交付金

所得が見込まれることから、非主食用米について推進していきます。施策としましては、従来

からの地域の特性を生かした支援を担ってきました地域農業活性化支援事業を全町で統一し、

非主食用米でありますＷＣＳの町内需要に対して支援をしていくことを今検討しております。

また、町段階で設定が可能であります経営所得安定対策における産地交付金においても、町で

統一メニューとし、町の重点推進品目でありますトマト、ミニトマト、軟弱野菜、あと土地利

用型野菜、キャベツ等への支援を集中することで、作付誘導を図っていきます。あわせて、こ

こでも加工用米の取り組み拡大に対し、支援を行っていきます。最終年として平成２９年度で

生産調整を着実に達成し、米価を安定させておくことが不可欠と考え、転作定着こそ価格安定

の鍵と考えております。 

○議長（藤堂修壮） 中村議員。 

○９番（中村勝義） 今の非主食用米の推進ということで、今年度は今まで以上に取り組むという

ことですし、転作、今の数量目標については１万２７６ｔということですが、これに対しては、

今までどおり各４地区へおろされると思われますが、この配分等については、今までどおりの

４地区の協議会の方へおろされるのかどうかということと、非主食用米の推進を図るというこ

とですが、この非主食用米の推進という部分で、ＷＣＳとかキャベツとかいうような取り組み

ということですが、この非主食用米の生産推進について、目標的に、その地域等の特性もあり

ますが、キャベツの場合は、芸北を特に重点的に何ｈａとかいう部分での、ただ品目の呼びか

けだけで、生産者の方へ面積のあれを一応取りまとめるという程度のものか、それとも、芸北

地区はキャベツを何ｈａする、千代田の場合は、白ネギ、あるいは青ネギ、トマト、ミニトマ

トとかいうような地域の特性も踏まえた推進目標といいますか、推進の面積等までの具体策が

設定されるのか、今からされるのか、その辺は、ちょっとお聞きいたします。 

○議長（藤堂修壮） 農林課長。 

○農林課長（藤浦直人） 生産調整の配分は今までどおりでございます。昨年と同様にそれぞれの

地域の反収とかを考慮しまして配分を行っております。それと非主食用米を進めていく上で、

各地域に例えばキャベツを何ｈａとかいうような今は計画は、そこまではいってません。計画

をしておりません。品目としては、キャベツについては芸北から千代田まで全町的な取り組み

になると思いますので、それに従って地域内に出向いて、大型農家さん、法人さん等へ推進し

てまいります。 

○議長（藤堂修壮） 中村議員。 

○９番（中村勝義） あくまでも農家サイドのほうの生産意欲を喚起するということも大切ですが、

ある程度推進する側としては、来年度以降、これだけの目標に向かって推進し、農家の方のや

る気も起こしていただくという一つの数値目標というものは当然ないと、何の事業興すにして

も、ただ生産農家へ任せて、その取りまとめをして、この程度だった。去年よりちょっと少な

いから、ちょっと増やしてくださいよという程度のことでは成果も上がらんと思いますので、

この辺については、ある程度リレー出荷も含めて、今の課長言われた芸北はトマトとかいうよ

うな部分にしても、芸北のキャベツを中心に、キャベツの一大産地として、最低何ｈａの目標

で取り組んでいるんだというような、ＪＡとの絡みもありますが、その辺の生産目標を掲げて、
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農家の方へおろして、産地としての拡大を図るということは必要だと思いますので、ある程度

の数値目標は当然設定して、農業振興の絡みで、米の所得に代わるものとして作物の推進をお

願いしておきます。それと４点目ですが、農作業の事故が増えているということで、シーズン

中によく、きたひろネット等でも啓蒙されておりましたが、農機具の事故防止に向けての取り

組みということとあわせて、昨年までで実際にどれだけの農機具事故があったか、そして、そ

の主な事故はどういう現象であったというような把握があれば、お聞かせくださいませ。 

○議長（藤堂修壮） 農林課長。 

○農林課長（藤浦直人） 農作業事故防止については、町が毎年発行しております北広島町農林業

振興資料に掲載し、周知を図っておるところです。また昨年５月ですが、町の地域農業集団連

絡協議会の総会の終了後、農作業事故の状況と防止策の取り組み及び刈払機の安全と保守管理

についての研修会を行っております。今後も関係機関と連携を図りながら、広報等により、農

作業中の事故防止について注意喚起に努めてまいります。昨年の農作業事故の発生状況でござ

います。１５件でございました。この情報については消防署から提供いただいたデータでカウ

ントさせていただきました。事故の内容でございますけど、１５件の内訳として、コンバイン

での作業中に２件、トラクターが１件、トップカーが２件、草刈り中に転倒、転落が３件、軽

トラックで１件、一輪車で２件、その他農作業中に転倒が３件、あとお茶の木をヘッジトリマ

で刈り込みされてるときに１件ございました。計１５件でございます。 

○議長（藤堂修壮） 中村議員。 

○９番（中村勝義） 今の１５件のそれぞれの内容についてはお答えがありましたが、あくまでも、

これは自己責任といいますか、自分の方が、一応事故起きたということで、対物対人等への損

害でなしに、あくまでも自損事故というような形のものか、あるいは相手がおられたのかどう

か、この辺については、農家サイドも補償が絡んでくるというふうになったときに、その辺の

部分がどうだろうかなと思いますし、これからも、特に草刈機というような部分については、

道路沿いを刈りよると、小さい石が飛んで、ウインドガラス割ったとかいうような事例もよく

聞くわけですが、ここらについての事故はなかったのかどうか、この辺もあわせてお聞きいた

します。 

○議長（藤堂修壮） 農林課長。 

○農林課長（藤浦直人） 自損事故でございます。物損は把握してません。ありませんでした。 

○議長（藤堂修壮） 中村議員。 

○９番（中村勝義） ほとんど自損事故で、相手のあれもないし、そういう物損事故もなかったと

いうことは、それだけ広報、あるいはいろんな手段を使って事故防止に努められた結果という

ことで解釈させていただき、本年度以降もできるだけ事故のないような取り組みをさらに求め

ておきます。最後５点目ですが、来年から、今の非主食用米の推進を重点的に図るということ

ですが、特に当町は産直市としても３カ所ありますし、そこらに対しての産直市への出荷も含

めて農産物の生産量の確保とあわせまして新規生産者といいますか、担い手を育成していかな

いと、産直市もさることながら、絶対量が不足していくという懸念もされるわけですが、特に

新しい人、あるいは生産農家の育成ということでの取り組みについてお伺いいたします。 

○議長（藤堂修壮） 農林課長。 

○農林課長（藤浦直人） 先ほどの質問、草刈り中の事故のご質問、ちょっと訂正させてください。

草刈り中１件ほどありました。草刈り中の夫に近づき、多分奥さんの話だと思うんですけど、
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刈り刃が足に接触し、負傷したというのが１件ございました。訂正させていただきます。産直

市の出荷量増と担い手育成についてのご質問でございます。産直市の出荷量増については、出

荷用農作物、栽培用パイプハウスの購入及び設置、土地利用型野菜生産に係る機械など購入に

かかる経費が対象となります町の園芸振興事業補助金を活用してもらうようＰＲしておるとこ

ろでございます。担い手育成については、平成２９年度も定年退職者、新規農業後継者を中心

とした新たな農業従事者の育成確保と産直市への出荷量の増加を目的に北広島町農業塾を開校

してまいる予定でございます。 

○議長（藤堂修壮） 中村議員。 

○９番（中村勝義） パイプハウス等の助成等も含めて園芸振興を図っていくということですが、

このパイプハウスも新規に担い手として活動される場合は、かなり大規模な面積なり、ハウス

の施設が必要となりますが、この辺について、ある程度支援策の見直しといいますか、補助率

を上げるとかいうような、さらに担い手育成、あるいは新しく生産しようという人への支援策

として、今以上のものが見込みとして考えられるかどうかということと、生産されても出荷体

制といいますか、自分としては、ちょっと遠方でもあるし、できた野菜をそこまで出荷できな

いというような方もおられるということも聞いておりますし、年々、年を取っていくと、今の

年寄りの人も野菜はつくるけど、その出荷手段がないということで、だんだんやめていくとい

う方もおられますし、今いろいろ問題になっております免許返納とかいう部分にいきますと、

行動範囲が狭められるということになると、できた野菜が完全に換金化されないという懸念も

ありますが、ここらについて、できた野菜を有効に市場へ販路として確保するためにも、輸送

手段という部分で、ある程度芸北の場合は、バスを利用して出荷されているというような話も

ありましたが、例えばバスによって、この産直市へ出荷されるというような試みがされました

が、その結果が果たしてどうだったのか、あまりにも好評だったので引き続きやるとか、今後

の取り組みについてもお聞きいたします。 

○議長（藤堂修壮） 農林課長。 

○農林課長（藤浦直人） 産直施設への出荷でございます。出荷するには生産施設の整備が必要だ

というところで、単町の園芸振興事業を活用していただきたいというところなんですが、園芸

振興施設の整備については、１００万円以上の事業費で５０万円を限度として、３分の１の助

成とかを組んでおります。今後、これらについても再度要件等について内部で話し合いをさせ

ていただいて、もっと補助ができないか、ほかの事業等ができないものか等について協議させ

ていただきます。それと輸送手段でございますが、その結果については、今手元に資料がござ

いません。把握しておりません。これについても各町内４つの指定管理してます施設がござい

ます。そことの打ち合わせ等させていただいて、出荷体制等について協議を今後行っていきた

いと考えております。 

○議長（藤堂修壮） 中村議員。 

○９番（中村勝義） 今の芸北の場合の例を聞いたわけですが、数字的に把握していないというこ

とですが、今でもそういう体制は継続されておるのかどうか、利用者があるのかないのかとい

う部分での数量的な部分でなしに、対策といいますか、現状としても把握されていないのか、

一応そういう取り組みしたが、実績もだんだん減ってきとるし、だんだんに減ってしまって、

今はそれがないですよというような部分か、その辺の実態がどうだろうかなと思うことと、新

規の担い手という部分で、園芸振興作物等については、パイプハウスについて１００万以上で
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３分の１の補助というような具体的なものありますが、園芸振興作物以外にも農業の新規就農

とか担い手という部分で、やっぱり水稲を中心とした経営者も今から出てくるのではないかと

思いますが、そういう水稲中心の稲作経営に対する補助とかいう部分についての新規の考えと

いうのはあるのかないのかお聞きいたします。 

○議長（藤堂修壮） 農林課長。 

○農林課長（藤浦直人） 新規就農関係で、一昨年ですが、町の認定研修生になっていただいてま

す稲作モデルとして、お一人今研修受けていらっしゃいます。あくまでもこの新規就農総合対

策事業での取り組みでございまして、今後、水稲栽培するというのが一番農地を守るには面積

が必要でございますので、面積分を確保していかなければいけんというようなところで、各地

域でそういう取り組みに向けた話があるのであるならば、モデル事業を本格的な事業等にして

いければと考えております。 

○議長（藤堂修壮） 中村議員。 

○９番（中村勝義） いずれにしても、平成３０年産からの米の政策の見直しがあるということで、

不透明な部分がかなりある中での質問ということで、いろいろと回答としても難しい面もあっ

たかと思いますが、いずれにしても３０年産からは、米の政策そのものが変わっていくという

ことですので、できるだけ情報を早くキャッチしながら、攻めていくといいますか、先取りを

した農業振興のもろもろを特に強く求めまして、私の質問は終わります。 

○議長（藤堂修壮） 農林課長。 

○農林課長（藤浦直人） 先ほどの質問で、芸北地域から野菜がバスでやってくるという、一昨年

始まったものについて答えてませんので、これについては、ちょっとこちらで再度、道の駅に

確認させていただいて、私、今把握してませんので、現状について、また再度お答えさせてく

ださい。 

○議長（藤堂修壮） 町長。 

○町長（箕野博司） 農業振興対策という非常に重要な視点だというふうに思っておりますが、今、

担当課長の方から回答いたしましたように、３０年問題につきましては、まだ情報があまり入

ってないという段階であります。しかし、今年度見直しを行ってきました農業振興計画、これ

に基づいて、農業振興を今後とも推進してまいりたいと考えておるところでございます。ご理

解をいただきたいというふうに思います。 

○議長（藤堂修壮） これで中村議員の質問を終わります。次に、２番、中田議員。 

○２番（中田節雄） ２番、中田でございます。さまざまな角度から、まちづくりについて、いろ

んな質問がございますが、私は、子育て支援の立場から質問をさせていただきます。タイトル

は、ひろしま版のネウボラへの対応はということでございます。ネウボラという言葉について、

若干聞きなれない言葉かもしれませんが、昨年ごろから、新聞とかテレビとか、そういったこ

とで、よく耳にいたします。これについては、昨年３月にも定例議会において一般質問いたし

ました。このときには、フィンランドで行われておるネウボラのあり方、要するに子育て支援

グッズを配布してはどうかということでございましたけども、これについては福祉課長からの

答弁は、必要ないものもあるかもしれないので、これは考えていないということでございまし

た。その後になって、年度当初の予算の中で、ブックスタート、赤ちゃんへの絵本プレゼント

ということがされておりましたので、こういったものになるのかなという思いはいたしました。

しかしながら、少子高齢化の中で、やはり子育て支援ということがいかに大事なことかという
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ことも国の方から、重点項目として出されたようであります。本町においても、出生率が大体

全町において１００人前後、亡くなる方が２００人ぐらいということです。いかに出生率が下

がっておる。この中で、いかにして子供さんを多く産んでいただいて、育てていくかと。これ

に対する支援は絶対的に必要不可欠であります。広島県としても、この子育て支援、要するに

ひろしま版のネウボラ、これを県内の全域へ設置を目指すということになっておるようでござ

います。これは、厚生労働省によると、県下全域でネウボラを設置を目指すのは初めてではな

かろうかということであります。全国に先駆けて、この制度を導入すると。昨年、高知県の地

域づくり、これを視察に行ってまいりましたが、高知県では地域づくり、要するに集落活動支

援センター、これを県下に配置して地域づくりを行っておるということでありますけれども、

広島県としては子育て、ここに重点を置いて、各市町へそうした拠点をつくっていくというこ

とのようであります。今年は、モデルケースとして、尾道市、福山市、海田町がモデル事業と

して選定されたようでありますけども、５年後には、県内の全市町１２５カ所の設置を目指し

ておるようでございます。１２５カ所での相談員は５１２人を予定しておると。研修を通じて

人材育成にも本年度から着手すると報道されております。これらの費用総額は、少なくとも２

９億円程度と試算されておりますが、それらをまた、今後検討の中で出産祝の贈呈も検討され

るとしておりますが、これらの費用は、最大で６０億円の規模になることが考えられるという

ことであります。本町としても、こうした事業への体制づくり、これはどの程度進んでおるん

だろうか。まだ今後の検討課題なのか、その点をまずもってお伺いいたします。 

○議長（藤堂修壮） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） それでは、福祉課から回答させていただきます。ひろしま版ネウボラ事

業は、核家族化や地域のつながりの希薄化などにより、子育てへの不安が高まっていることか

ら、安心して妊娠、出産、子育てができるよう、母子保健と子育て支援が一体となったワンス

トップサービスによる切れ目ないサポート体制の構築に取り組むものでございます。本町では、

安心して出産、子育てのできる環境づくりを進めるため、現在では、それぞれの担当課が連携

を図りながら取り組んでおりますが、平成３１年度をめどに、北広島町版ネウボラとして、妊

娠期から子育て期にわたるさまざまなニーズに対して、総合的相談支援を提供するワンストッ

プ拠点として、子育て世代包括支援センターの設置を進めてまいりたいと考えております。以

上です。 

○議長（藤堂修壮） 中田議員。 

○２番（中田節雄） 本町でもさまざまな取り組みをしておるということでありますが、今、課長

の答弁の中に、それぞれの担当課とございましたけども、それぞれの担当課というのは、どこ

でしょうか。 

○議長（藤堂修壮） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） それぞれの担当課とは、保健課、教育委員会、福祉課がメーンですけど

も、あと保育所、子育て支援センター等々があります。以上です。 

○議長（藤堂修壮） 中田議員。 

○２番（中田節雄） 広島県がこうした施策を出してくるというのは、これははっきりいって、１

月２６日の新聞報道でされております。これ、まだ説明会はないようですね。だけども、これ

をひもといてみますと、中身が２つか３つに分類されるんではなかろうかと思っております。

１つは、妊娠時や産後の支援が中心となる施策、もう１つは、家事、育児援助や就労支援を含
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めた支援体制を整えるということです、これが２つ。もう１点考えるのが、これまだ検討課題

ということかもしれませんけども、出産祝の贈呈ということ、この３つですね、恐らく。こう

した、１つ目の妊娠時や産後の支援が中心となっておることについて、今、保健課の方で取り

組まれておる、まず、第１回が訪問ですか、定期健診ですか、これが３回ですか。そのときに、

ごみ袋も配布されておるということのようでございます。これは、赤ちゃんのときですから多

量のおむつが出る、それらに対する支援ということで、非常に有効な手段だと思っております

けども、これらの受診率等の状況をお聞かせください。 

○議長（藤堂修壮） 保健課長。 

○保健課長（福田さちえ） 保健課の方から、子育て世帯へのごみ袋の配布の状況について回答さ

せていただきます。ごみ袋の配布については、保健師が初回の訪問時、乳児健診の前期、乳児

健診の後期、１歳６カ月健診時に１人３０枚のごみ袋を配布しております。そのときにメッセ

ージカードを付けて、ラッピングをして、ちょっとプレゼントという形でお渡しをさせていた

だいております。１２月末現在で、延べ２７３人の方にお渡しをさせていただいております。

健診の案内に、ごみ袋を子育て支援の応援、という形で書かせていただいておりますので、皆

さんの健診へ行こうという気持ちの一つのきっかけづくりにはなっていると思っております。

以上でございます。 

○議長（藤堂修壮） 中田議員。 

○２番（中田節雄） お答えいただきましたけども、受診率の状況が抜かっておるように思います

が、その点をお答えください。 

○議長（藤堂修壮） 保健課長。 

○保健課長（福田さちえ） 受診率でございますが、健診の受診率、乳児健診、１歳６カ月健診の

平均でございます。今年度、今現在で９７．５％でございます。２６年度が９５．２％、２７

年度が９６．１％でございますので、年々受診率のほうは向上しているところがございます。

以上でございます。 

○議長（藤堂修壮） 中田議員。 

○２番（中田節雄） 受診率はかなり高いというふうに思っております。これは全国的にどのレベ

ルにあるのかわかりませんけども、全国の自治体では、こういったことに取り組んでおられる

と思っておるわけでございますが、ただ、受診に来られない方、通常の場合は皆来られるんで

す。じゃあなぜ来れないのか、ここはさまざまな問題を包含しているように思うわけです。個

別のケースは違うと思いますけども、やはり新聞報道にあるような、児童虐待などのリスクが

そこにあるのかどうなのか、これは保健師としては、その業務に当たるのかどうかわかりませ

んけども、そうした実態をいち早く察知する能力、保健師の資質の向上、スキルアップ、これ

が求められておるんではなかろうかと思います。この新聞でありますけど、支援拠点には、保

健師たちが常駐ということがありますから、ただ、置いておくだけではなくて、いろいろな角

度から研修を積み重ね、能力を積み重ね、そうしたことに対応することが必要だと考えますが、

その点はどのようにお考えですか。 

○議長（藤堂修壮） 保健課長。 

○保健課長（福田さちえ） スキルアップでございますが、議員おっしゃるとおり、本当に保健師

の受けとめる力量というものをやはりスキルアップ、日々していかないといけないところがあ

ります。今回のひろしま版ネウボラでも県の方で研修等組んでいただくことが多分計画に上が
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ってくると思いますので、そちらのほうに保健師のほう、研修に出向かせ、改めて継続した対

応ができることで、子育て世帯との信頼関係を築くことでの育児の安心感を与えられるような

保健師を育てていくこと、あわせて、このネウボラに関しましては、いろんな医療機関であり

ますとか、こども家庭センターでありますとか、いろんな機関との連携が一番大切になってき

ますので、必要なサービスをコーディネートできる力、そちらのほうの資質向上にも取り組ん

でまいる予定でおります。以上でございます。 

○議長（藤堂修壮） 中田議員。 

○２番（中田節雄） 現在のところ、かなり受診率が高いわけですが、それらの中で、大変なご苦

労されてると思うわけです。健診に来られない方、この方々には、プライベートな問題あるか

もしれませんが、どういったことが主な要因になられているのか、健診の案内はされているは

ずですが、ご存じないということはないと思うんですが、その点が、どういったことが原因に

掲げられ、また、どういったことが課題になってくるのか、その点をお聞かせください。 

○議長（藤堂修壮） 保健課長。 

○保健課長（福田さちえ） 健診の未受診の方に関しましては、例えば乳児健診前期に来られなか

った場合は、あと２回ほど健診のご案内をさせていただきます。対象年齢の間でしたら。それ

でも来られない方に関しましては、地域担当の保健師がおります。担当の保健師が対象の受診

をされなかった方のお宅に訪問させていただいて、子供さんの発達具合でありますとか、子育

ての状況とかについてご相談に応じているところでございます。未受診の理由として、一番大

きなのが、病気があって、ほかの小児科とかにかかっているという方、また、お仕事の都合で、

どうしても来られないという方とかがございます。お仕事で来られない方は、保育所との連携

を取らせていただく中で、子育ての方へのご支援をさせてもらっているところでございます。

以上です。 

○議長（藤堂修壮） 中田議員。 

○２番（中田節雄） 分かりました。今のところ、そういった心配するような児童虐待とかいうこ

とは、今、答弁の中にありませんでしたから、安心しておりますが、１歳半を過ぎた、そうし

たとこのフォロー、やはり田舎であっても核家族化、これが進んで、じいちゃん、ばあちゃん

がいないということの中で、非常に不安を抱えておる方もおられるかもしれませんけども、こ

うしたところのフォローというのはいかがでしょうか。 

○議長（藤堂修壮） 保健課長。 

○保健課長（福田さちえ） １歳６カ月健診後のフォローでございます。１歳６カ月健診後は、次

の健診が３歳児健診になります。３歳児健診までの間では、２歳児教室でありますとか育児相

談とかでフォローさせていただいております。また、１歳半の健診のときに保護者の方から、

子育てについて悩んでいるとか、子供さんの成長発達についてご心配がある方については、子

育ての相談会にご紹介させていただきながら、ご支援をさせていただいているところでござい

ます。以上です。 

○議長（藤堂修壮） 中田議員。 

○２番（中田節雄） おじいちゃん、おばあちゃんがおられないというのは、確かに子育てについ

ては、いろんな悩みを抱えておられる方もたくさんおられると思うんです。特に最初のお子さ

んあたりについては、大変な苦労されておるはずなんです。以前、冗談かと思うようなことが

テレビか何かでお聞きしたことあるんですが、おむつのコマーシャルで、尿の関係が分かりや
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すく、水色のおしっこに似たもののをやっておるコマーシャルがございました。それを見た若

いお母さん方が、何でうちの赤ちゃんは、おしっこが水色でないのかという質問があったとい

うふうに聞いております。おじいちゃん、おばあちゃんがいれば、そんなことは一目瞭然に解

決するんですが、それぐらい若いお母さん方は情報が入ってこない、その辺について、きちん

としたことが今ではされておると思っておるんですが、今、いろんな答弁お聞きして安心いた

しました。ひろしま版のネウボラのところで、もう一つの問題点といいますか、施策の展開が

家事・育児援助、就労支援含めた支援体制となっております。この点については、どのように

お考えですか。 

○議長（藤堂修壮） 保健課長。 

○保健課長（福田さちえ） 家事・育児支援のサービスにつきましては、平成２９年度家事・育児

支援サービスを計画しております。具体的に申しますと、産前・産後にヘルパーを派遣する事

業と、産科医療機関に宿泊し、産後の体調回復や育児不安を軽減する産後ケア事業を今計画し

ているところでございます。以上です。 

○議長（藤堂修壮） 中田議員。 

○２番（中田節雄） これらの事業について、国からの補助金とか、そういったものはございます

か。 

○議長（藤堂修壮） 保健課長。 

○保健課長（福田さちえ） 国からの補助金でございますが、２分の１の補助で国からの補助はご

ざいます。以上でございます。 

○議長（藤堂修壮） 中田議員。 

○２番（中田節雄） ２９年度から、こうしたことに取り組まれていくということについては安心

いたしました。国の補助というのは、これは２９年度から始まったものなんですか。それとも、

それ以前からあったものですか。 

○議長（藤堂修壮） 保健課長。 

○保健課長（福田さちえ） 以前からあった予算でございます。北広島町としては、来年度、この

事業を計画するということで申請を予定しているところでございます。以上でございます。 

○議長（藤堂修壮） 中田議員。 

○２番（中田節雄） 今お聞きした中で、やはりこうした事業について、国は何らかのそうした補

助制度、あるいは支援制度を設けておるということですね。それらをやはり、今、うちの町に

は何が必要なのか、必要な施策はいっぱいあります。どれも大事なことばかりです。しかし、

自分たちの中で、今、目の前の仕事の中で何をしていけばいいのか、こうしたことを広島県の

施策が出る前に先取りをしてやっていくだけの能力、これが必要ではなかろうかと思っており

ます。次は、国がどういった施策を展開してくるか、県はどういった施策を展開してくるか、

今の時代に何が必要なのか、こうしたことを先取りしてやっていくことが今の役場の事務の中

で必要ではないかと思っているわけです。今年度、県がモデル地域として選定するのが尾道市、

福山市、海田町ですね。都市部ばっかりなんです。今このことが必要なのは、中山間地域では

なかろうかと。都市部も人口減少大変なんですが、やはりこの中山間地域に住んでいる我々に

とって、非常に子供さんが少ない、高齢者が多い、この実態を目の前にして、もっともっと本

町としても先取りしながら、こういった事業を取り組んでいく必要があろうと思うわけですが、

まだまだ施策の展開、これをいかに先読みしていくか、この能力が、今の事務をやる能力も含
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めて、先取りする能力も必要だと思っております。それと、この中で、１２５カ所に設置する

相談員、これが５１２人必要だとなっておりますが、相談員というのは、いかなる人たちを指

し、保健師とは違う業務だろうと思うんですが、どういったことを業務としてされるのか、ま

だ説明はないのかもしれませんけれども、その点、勉強されてればお伺いします。 

○議長（藤堂修壮） 保健課長。 

○保健課長（福田さちえ） 現時点で把握しているところでございますが、保健師、看護師、保育

士等の子育て世帯のことについて、専門的な知識がある人ということを県の方からは聞いてお

ります。１２５カ所というのは、日常生活圏域での事業展開を県が申しているところだと思い

ますので、北広島町では、４つの圏域ではないかと思っております。以上でございます。 

○議長（藤堂修壮） 中田議員。 

○２番（中田節雄） 本町では、４つの圏域ということは、合併前の旧町村ごとというふうに解釈

してよろしいですか。はい、分かりました。こういった人たちというのは、先ほどあった保健

師、保育士、看護師の資格を持った人たちですね。分かりました。こうした人たちが急に確保

できるのかという一つの不安材料もございます。人材育成に１７年度から着手と書いてありま

すが、果たしてそういったことが間に合うのかどうか、本町としても独自にそうした人材を早

いうちから確保していく必要があろうかと思うわけですが、やはりそうしないと、各地域実態

に合った施策展開が私たち含めて、行政のほうも施策展開ができるかどうか、ちょっと不安な

とこございますが、その点はいかがでしょうか。 

○議長（藤堂修壮） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） 人材育成の件ですけども、保健師等々の養成もありますけども、保育士

という職員もおりますので、そこらも含めた人材育成を今後図ってまいりたいと考えておりま

す。以上です。 

○議長（藤堂修壮） 中田議員。 

○２番（中田節雄） 今朝ほど保育現場でのお話ございましたけども、なかなか正規職員でなしに

臨時の方もおられるという中で、やはりこうした保育士あたりの人材を確保することは容易に

できるのかどうか、この相談員というのが県から派遣されるのかどうなのか、また、町村の職

員となるものか、また臨時職員となるのか、その点もよく分からないんです。まだ、よく分か

らないかもしれませんが、どういった方向性で検討されるか、分かりませんか。 

○議長（藤堂修壮） 副町長。 

○副町長（空田賢治） 今のやりとりですけれども、１月２６日の中国新聞の記事に、ひろしま版

ネウボラというのが出てまいりまして、この記事を見て、すぐ私も、先ほどモデル事業が尾道、

福山、海田であるとか、全市町に拠点を置くと。じゃあこれ広島県が全部人材を確保してくれ

るのかと。方向性としてはいいことだと思うんですけども、市や町に事前に相談があったのか

ということで、事務的にすぐに確認させました。すると、今おっしゃったように、これから説

明会があると。さらに、これは県の方は２月１４日に当初予算の記者発表があるんですけれど

も、フライングで書かれた記事だと思われます。方向性、検討しているのはいいんですけれど

も、そういった詳しいことについて市町に説明されていないのに書かれたものでございますの

で、今の両課長の答弁というのは、そういう、なかなかはっきりしたものが言えないと思いま

す。ただ、先ほど、県が施策を出す前に先見の明をもってやるべきだという部分については、

少し反論といいますか、当町としましても、妊娠、もしくは婚活、結婚から妊娠、出産、子育
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てまで切れ目ない支援をしていく必要があるということで、今回、骨格予算の中ではあります

けれども、妊娠、出産包括支援事業ということで、先ほどのような常識的なことも今はなかな

か情報がなくてできない、子育て困っている方についてサポート事業をするということを、こ

のひろしま版ネウボラということを県が、記事になる前に取り組みをしておりますので、そこ

ら辺の取り組みについては当町内でも考えているところでございます。ですから、そういった

２月中旬前後に、これについて正式な説明をやりますという事務担当の回答がありましたので、

抗議するというのは止めてますけれども、不透明な部分があるということについてはご理解い

ただきたいと思います。 

○議長（藤堂修壮） 中田議員。 

○２番（中田節雄） 私は、この記事を見たときに、すごい喜んだんですよ。まだ不透明な部分は

多々あります。先ほど言いましたように、高知県の地域づくり、視察行ったときに、県職員を

各基礎的自治体という表現されましたが、高知県内の自治体に職員を常駐させて地域づくりを

行っていくと。入庁して２年目、３年目ぐらいの若い方をそこへ張りつけて、そこの地域実態

を知った上で、また本庁に帰ってくるというシステムなんですが、それにちょっと似たような

ことかなと思っておったんですが、まだまだ説明会がないということで、ちょっとどうかなと

いうことは思うんですが、やはりこうした県から派遣となると、また、我々自治体の方として

も、いろんな報酬であるとか、そういった問題が発生しないんで、非常にいい制度かなという

ふうに思っておりました。まだよく分からないと。フライングで書かれたということなんです

が、フライングして、また説明があるということですから、何らかの形で具体化されるものだ

と思っておりますが、最後に、出産祝の贈呈も検討しておるということなんですが、昨年３月

の議会で質問いたしました。お祝い品をプレゼントしてはどうかということについて、不必要

な物もあるから、そこまでしないということでしたけども、制度としてきちんとなったときに

はどうされますか。 

○議長（藤堂修壮） 保健課長。 

○保健課長（福田さちえ） 制度としてちゃんとしたものになれば、北広島町として、どういった

ものがいいかも含めて、検討というか、取り組んでいけたらと、研究していこうと思っており

ます。以上でございます。 

○議長（藤堂修壮） 中田議員。 

○２番（中田節雄） 昨年は福祉課長のほうから答弁あったんですよ。不必要なものもあるかもし

れんから、そういうことはしないということだった。まだまだ検討すれば、幾らでも考えられ

るはずなんですよ。ですから、きちんと制度化された場合には、お祝い品として、きちっとそ

ういうものを用意して、もう産まれる方が少ないわけですから、よくぞ産んでくださったとい

うもの含めて、ごみ袋と一緒です。ラッピングをして、やはりお祝いをしてあげるというのが

行政としての姿であるし、また町民を代表するものとして、そういうふうに子育て頑張ってい

ただきたいという思いの中でお祝い申し上げるのが筋だと思っております。ぜひとも、こうし

た施策を具体化する中で、いろいろ検討され、充実した施策となるように期待をしております。   

質問終わります。 

○議長（藤堂修壮） これで中田議員の質問を終わります。暫時休憩します。２時２０分より再開

します。 
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○議長（藤堂修壮） 休憩前に続き、一般質問を続けます。次に、８番、室坂議員。 

○８番（室坂光治） ８番、室坂光治です。次の事項について質問いたします。そば生産者の意欲

向上について問う。豊平地域は、西日本一そばの町として、そばの生産に取り組んでおられま

す。昭和６０年代ごろから栽培が始まり、最初は試験的に選定され、在来種や信州そばなどの

品種を導入され、さらに改良を重ねてこられました。台風や長雨などの日照条件が悪いときも

あり、天候に左右されたこともあります。皆さんもご承知だと思いますが、そばは非常に水分

嫌いな作物であり、長雨のような天候が続くと雑草が生えて減収の原因となります。しかしそ

の後、品種も改良あり、種子として、常陸秋そばや北陸２号など、その当時、播種用と試験さ

れたものができました。天候の影響で収穫があまり望めないようであった。平成１７年に平成

の大合併で、芸北、大朝、千代田、豊平町が１町になり、北広島町が誕生しました。そのころ

から、豊平でのそば生産は増し、栽培の拡大がなされ、平成１８年に新品種とよむすめができ、

順調なスタートが切れました。平成２２年には、米戸別所得補償制度が始まり、このころ、そ

ば生産は順調に推移し、栽培面積約５５ｈａ、収穫面積４８ｈａ、収穫量平均３２ｔ以上の出

来高になった。しかし、平成２５年ごろから、天候不順や長雨、日照不足が続き、開花しても

実がつかず、そば生産の方は意欲を失いかけておられます。このような状況で打開策はないも

のか、次のことを伺います。１点目、田んぼの排水対策、排水工事などにかかわる助成金など

考えていただけないでしょうか。お伺いいたします。 

○議長（藤堂修壮） 農林課長。 

○農林課長（藤浦直人） 水田の排水対策、排水工事に対しての助成金というご質問でございます。   

水田の排水対策に対する国、県の支援策としては、園芸作物、野菜を栽培する目的で暗渠排水

等の土地改良を対象とするものはありますが、そばの栽培を対象とした補助制度は現在ござい

ません。町単独補助事業の北広島町地域施工支援事業補助金を活用していただくようお願いい

たします。なお、町では、県内陸部振興対策協議会並びに町村会を通じまして、農業施設、水

田の暗渠排水等の改修、更新に対する支援策について、引き続いて要望してまいります。以上

です。 

○議長（藤堂修壮） 室坂議員。 

○８番（室坂光治） 縷々お聞かせくださいましたが、豊平地域は、圃場整備事業が済んでから２

７～８年経過しとるんじゃないかというふうに思っております。先ほど言いましたが、排水溝

が詰まっているため、このようなことは、全町全域にも言えることじゃないかというふうに聞

かせております。ただし、作物として、そばの栽培は豊平が一番多いかと思いますが、地域施

工事業でできんことはないだろうかと思いますが、そばばっかりでなしに、水田でも、やはり

水はけのいい悪いで、収穫量が物すごく違ってくるんです。ですから、この点は、今から減収
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になるということは、確かになりますから、この点も今からは調査、調査しよったら、遅いか

どうかわかりませんけど、何とかできる手段あればお聞きしてみたいと思いますが、あるでし

ょうか、どうでしょうか。 

○議長（藤堂修壮） 町長。 

○町長（箕野博司） 今、担当から申し上げましたように、県の内陸協、あるいは町村会通じて、

多面的機能の関係だったと思いますが、長寿命化で、こういった暗渠排水も県が指定すればで

きるというものがあって、それに乗れるように、県の方に要望しておるところであります。そ

うなれば、国からの補助が２分の１、県が４分の１、町が４分の１ということで、本当にそう

いう要望があるところは実施できるというふうに思ってます。議員おっしゃるように、圃場整

備をしてから、かなり年数がたっております。老朽化して、暗渠排水等も利かなくなってると

いう実態があるというふうに認識をしております。これらも今後制度がどういうふうに変わっ

ていくかということもありますけども、たちまちは、その制度利用できるような形にしていき

たいということで、要望しているところであります。 

○議長（藤堂修壮） 室坂議員。 

○８番（室坂光治） 町長、今お話あったんですが、できるだけ、そういうことができるように進

めていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。２点目で、そば刈り取り機械代金

の費用（利用料）の見直しは考えていただけないかということを書いておりますけど、何せ１

ａ当たり単価が１２９６円ということでございまして、これ私個人、市農協から請求書が来て

おりますけど、私が刈取り面積が２５．４ａ、刈取り単価が１２９６円、１ａ当たり。それか

ら刈取り料金が３万２９１８円ということで、引き落としがいついついうて来ておるわけでご

ざいますけど、先ほどもお話したように、去年は見事に花が咲いとるじゃないという通りがか

りの人もおられますし、中には、カメラを持って、３０分か４０分ぐらいずっとその花を撮ら

れておる方もおられます。ですが、花が咲いたけ、今年はという人が随分生産者もおられたん

ですけど、全然、花が咲いても実がつかんというようなこと、やはりその影響は、天候にもよ

ります。やはり天候、雨というようなことが多くて、先ほど言いましたように、水はけがよく

ない田んぼ、額縁明渠と言いますけど、水を嫌う作物でございますので、できるだけそういう

ふうにやっていかにゃいけんと思いますけど、何かにつけて、先ほどは、これは刈取り料だけ

のことを言っておるんですが、それまでに、８月前、盆前ぐらいがピークになるんですが、そ

ばの種を植えないといけませんよね。昔は、私が１７～８年もなるだろうと思いますが、豊平

分校があったころには、生徒と一体となって手まきですよ。大体機械では５ｋｇから６ｋｇと

いう種を落とすということになっておりますけど、手まきだったら、その倍ぐらいは要ります。

ですが、そのころはまあまあ出来よったんですが、やはり同じ田んぼでやりますと、だんだん

できんようになるのが現況でございますので、やはり会員さんが徐々に少なくなりよるという

のが現状でございます。それで会員さんの中から、単価をもうちょっと、機械代を下げてもら

ったらどうだろうかというような声もあって、これは、町もあれかも知らんが農協にもお話を

していただかにゃいけんのじゃないかと思いますが、そこらあたりを、こんなことをお話をし

ていただくことができるものでしょうか、どうでしょうか。単価面について。ちょっとお聞き

してみたいと思います。 

○議長（藤堂修壮） 農林課長。 

○農林課長（藤浦直人） そば刈り取り機械の代金、利用料の見直し、下げてほしいというような
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ご質問でございます。現在、豊平地域のそば収穫は、生産者と町、ＪＡの特別会員で構成され

ています豊平そば生産研究会が３台の汎用コンバインによって作業を行っておられます。そば

刈取り料は、そのそば生産研究会において、機械の減価償却やオペレーター賃金等を試算され

まして決定されておられます。また、町といたしましても、現在行っています刈取り助成を継

続し、引き続いて支援してまいります。 

○議長（藤堂修壮） 室坂議員。 

○８番（室坂光治） 続いてやるということでございますので、これもやっていただくようにお願

いしておきます。３番目の、３０年度から、先ほど同僚議員もお話しましたが、戸別補償がな

くなるということでございまして、北広島町での特産振興の一端として、そばの取り組みや荒

廃地の整備のことは急がれないんでしょうかということを書いておりますけど、今、私はそば

をつくっていただくように助成とかいうことができるものならやっていただいて、そばをつく

るファンを増やすということを思っておるところでございます。それというのも、豊平だけじ

ゃ困るということでありますが、いろいろ豊平より隣県にも荒廃地とかいろいろあるんじゃな

いかと思いますが、そこらへの呼びかけ等はできないものでしょうか、どうでしょうか。お聞

きしてみたいと思います。 

○議長（藤堂修壮） 農林課長。 

○農林課長（藤浦直人） そばの栽培については、現在、関係機関で構成します北広島町農業技術

部会で、全町への栽培取り組みについて協議しております。本年度は、ＪＡ広島市管内の芸北

地域への栽培について話を進めているところでございます。そばの生産は、圃場の状況、また、

天候に大きく左右されやすい作物でございますが、管理が比較的容易であるため、荒廃農地で

の取り組みも可能であると考えております。再生利用可能な荒廃農地については、農地中間管

理機構などを利用した担い手等への農地の集積、集約化を進め、そばなどの栽培により荒廃農

地の発生防止に努めてまいります。また、荒廃地整備については、一定の条件はございますが、

国、県事業での対応についても検討していく必要があると考えております。 

○議長（藤堂修壮） 室坂議員。 

○８番（室坂光治） そばの取り組みは荒廃地の整備、また近隣でもやるようなことができるよう

にするというふうにお聞きしておったわけでございますが、私が思うのに、豊平で、今は４軒

か５軒ぐらい酪農家がおられますけど、以前、飼料作物をつくられよった畑も荒れたところが

随分あるんです。それまで県の補助事業でやっておられたと思いますけど、そういうところに、

それらはこういうふうに斜めになっているんです。ですから、水はけが十分いい思うんです。

今、私が申すのは田んぼですから、稲も植えてもどっちもできるようなところへみんなもつく

っていただいておるんですが、ちょっと斜めのようになったところにつくれば、これが一番最

適じゃないかと思います。雨降ってもずうっと流れるということで。そういう団地が今吉田の

ほうに随分酪農関係があったんですが、ほとんどじゃない、全部やめられました。ですから、

その跡の荒廃地や何かも、できればそういうようなところ使ってでもできるようにしていただ

くのがいいか、いやいやそれはもう、それでなしに、田んぼへつくっていかにゃどうもならん

というようなことになるものか、ちょっとそこらを聞いてみたいと思いますが、どうでしょう

か。 

○議長（藤堂修壮） 農林課長。 

○農林課長（藤浦直人） ご承知だと思いますが、旧豊平町では、水田転作でのそばの取り組みか
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ら始まっております。今言われたように、町内には牧草地、傾斜のある牧草地がたくさんある

と思いますが、その牧草地が荒れないような有効な手段として、そばの栽培については一番よ

ろしいんじゃないかと思っております。傾斜がありますので、水はけもよく、栽培に適した農

地であることは確かだと思います。この点についても農業技術部会等で検討課題とさせていた

だければと、有効活用を図る上で、そばを栽培していく上で有効活用を図ればと思っておりま

す。協議させていただきます。 

○議長（藤堂修壮） 室坂議員。 

○８番（室坂光治） 協議をするということで、ぜひとも１件でも２件でもそばファンを増やして

いただけるようにお願い、要望しておきます。４点目に、今年は、豊平そば祭り３０年目を迎

える記念すべき年であります。そのためにも、よく思っていただけるように、そば生産者に対

して、何かいろいろなことをやっていただかなければいけんと思いますけど、それまでに、や

はり町内では、年間でかなりのイベントなどをやっておられます。今、協議会でいろいろの面

で一番困っておる、ネックなところは何かといいますと、やはり予算の面じゃないかというふ

うにも思っております。豊平でいいますと、そば祭りに出店するということになりますと、１

店舗借れば１万２０００円か３０００円ぐらい出さにゃいけんのです。そうせんと借りれませ

ん。そして、それから２日間、土日をやられますので、２日間で、自主申告ですよね。例えば

５万円売ったんだが、自主申告、それは３０００円出したけれども、それも自主申告、５００

０円出してもそうですが、というような形になっております。それで、今、それは祭りのこと

になると思いますが、皆さんで、このそば祭りを成功させようということになりますと、まだ、

出店されることいろいろと増えてもらわにゃいけんと思いますけど、その店舗を借りたりする

お金が高いから出さんよという方が、毎年少なくなっておるんです。同じやるんなら、できる

だけのことはやっていかにゃいけんと思いますが、この３０年という記念すべきということに

なりますと、やはり大きな問題だろうと思いますので、一つ今後ともこういう記念すべき年に

対して、町長、何ぼとかいう決め方はできんと思いますが、予算の面で援助してもらうとか、

あるいは今まではやったことのないそばの早食い競争とか、いろんなことのイベントとかいう

のを今から考えていって、一つそばのファンやら、いろいろそばの町ということでございます

ので、何か考えていくように思っておるんですが、やはりお金の問題が一番先、頭に来るとい

うことで、なかなかできんように思うんですが、ぜひ、方策があればおっしゃっていただけれ

ばと思いますが、どうでしょうか。 

○議長（藤堂修壮） 町長。 

○町長（箕野博司） 今まで３０年続いてきたというお祭り、非常に地域の皆さんのご努力に感謝

をするところでありますけども、持続可能な取り組みということが必要になってくると思いま

す。先ほどのそばの生産についてもそうですが、地域の皆さん、生産者の皆さんと一緒になっ

て、知恵を出していかにゃいけん部分もあろうというふうに思っております。先般、ＪＡとの

話の中で、いろんな可能性もあるんじゃないかということで、例えば契約栽培みたいなことを

考えるとか、いろんな方策を検討してみようというような話もさせてもらったところでありま

す。イベントについても、地域の皆さん、豊平支所のほうも十分検討せにゃいけんと思います

けども、生産者の皆さん、地域の皆さん、実行委員の皆さん方としっかり協議をしていかにゃ

いけんというふうに思いますけども、各町内いろんなイベントがあります。どこもなかなか資

金の面では苦慮していただいておるというのも認識をしておりますけども、どうにか、いろん
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なやり方を考える中で、知恵を出して進ませてもらったらと思います。行政のほうも一緒にな

って考えさせていただこうというふうに思っております。よろしくお願いします。 

○議長（藤堂修壮） 室坂議員。 

○８番（室坂光治） ただいま町長からお話がいただいたように、このそば祭り３０年が記念する

べき、この豊平で成功ができるように願う一人でございます。今後ともご支援のほどよろしく

お願いいたします。これで、私の質問を終わります。 

○議長（藤堂修壮） これで室坂議員の質問を終わります。次に、１６番、大林議員。 

○１６番（大林正行） １６番、大林正行でございます。通告しております障害者差別の解消施策、

及び通学路である歩道の除雪について質問いたします。平成２８年４月１日から、障害を理由

とする差別をなくすための措置を定めた障害者差別解消法が施行され、町は、この法律に基づ

き、北広島町職員対応要領を作成し、告示されました。そこで、障害者差別の解消に関する具

体的な事象について質問いたします。まず、障害を理由とする差別の解消の推進に関する北広

島町職員対応要領が平成２８年、昨年の７月１日に告示されましたが、職員に対する研修はど

のようにされたのか。町民に対する周知はどのようにされたのか。北広島町職員対応要領の第

６、相談体制の整備の中では、関係者からの相談等に的確に対応するため、相談窓口を福祉課

に置くとありますが、今までの相談状況について伺います。 

○議長（藤堂修壮） 総務課長。 

○総務課長（古川達也） まず、職員の研修の状況について、総務課の方からお答えさせていただ

きます。年間の職員研修計画の中では、例年、人権につきまして研修をする機会を設けており

ます。今年度につきましては、１月に外部講師を招聘いたしまして、障害者差別解消法とは 

ユニバーサルサービス接遇研修という研修を行っております。研修の中では、改正法の理解を

深めることや障害のある方への配慮、対応であるとか、体験を含めながら研修を行っておりま

す。今後については、さまざまな機会を通じまして、職員研修、啓発に取り組んでまいりたい

と考えております。 

○議長（藤堂修壮） 総務課長。 

○総務課長（古川達也） 町民に対する周知、この職員対応要領につきましては、北広島町ホーム

ページの方で掲載をさせていただいております。 

○議長（藤堂修壮） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） 相談窓口であります福祉課への相談状況についてですけども、今年度、

これまでに役場にある車椅子の配置場所について２件の相談がありました。以上です。 

○議長（藤堂修壮） 大林議員。 

○１６番（大林正行） この対応要領といいますか、差別解消については、特定の部署だけではな

くて、全職員が関係する問題だと思います。ということで人権研修の中で取り組まれたという

ことでございますが、１月に取り組まれたということでございますが、どのような方法、例え

ば部門別であるとか、役職別でありますとか、管理者に対する責務と一般職員は相当違ってお

ります。そういったことで、どのような対処法とか区分けですか、それとも一括法ができてな

いと思うんで、どういうような方法でやられたのか、お伺いいたします。 

○議長（藤堂修壮） 総務課長。 

○総務課長（古川達也） 対象は、全職員を対象としてやっております。午前、午後と分けまして、

２回の研修を行っております。中身については、障害者差別解消法とは、まず、この法の理解
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でございます。それから、ユニバーサルサービスの心を形にするといったところで、接遇、要

するに対応要領の具体的な中身についてもやっております。また、車椅子の体験、それから目

の不自由な方を引率する体験等を行っております。 

○議長（藤堂修壮） 大林議員。 

○１６番（大林正行） 全職員を対象にされたということは、同じ内容でされたと思いますけれど

も、やはり管理監督者については相当な責務がありますので、そこらの配慮もお願いしたいと

思います。それから、相談窓口であります福祉課には、２件の相談があったということでござ

います。車椅子の待機場所ですか、２件あったということでありますけれども、私のほうにも

いろいろと相談が寄せられておりますので、それについて質問をまずさせていただきたいと思

います。ＪＲバスなどの乗合バスに乗りますと、障害者手帳を提示いたしますと、運賃が半額

になります。そこで、町内にも巡回バスが運行しておりますけれども、これも運賃法によりま

すと、障害者手帳を出せば半額というふうになっております。しかしながら、ホープタクシー

の場合は５００円でございますので、２５０円の半額になるのかと思いましたら、３００円と

いうふうに設定されております。これは前政権の時代につくられた制度だと思うんですけれど

も、なぜ半額にならずに３００円になっているのか、その理由についてお伺いいたします。 

○議長（藤堂修壮） 企画課長。 

○企画課長（畑田正法） 公共交通機関の障害者割引のことにつきまして、企画課の方からお答え

させていただきます。この障害者への割引ですけども、まず、前提としまして、国の指導がご

ざいます。路線バスにつきましては半額、タクシーについては１割引きとなるような通知が出

ております。この基準を基に路線バスとタクシーの中間的な交通機関と位置付けられるホープ

タクシー、この割引率を４割といたしまして、運輸局に届け出て３００円に設定してあるとい

うものでございます。 

○議長（藤堂修壮） 大林議員。 

○１６番（大林正行） バスとタクシーの中間ということで、もともと５００円もそういう設定と

いうふうに聞いておりますけれども、私の聞いている範囲では、ホープタクシーというのは、

一般乗合旅客自動車運送事業、乗合バスとして認可を受けておるというふうに聞いておるんで

すけれども、その中間というのは、どういう事業として認可を受けておられるのか、お伺いし

たいと思います。 

○議長（藤堂修壮） 企画課長。 

○企画課長（畑田正法） ホープタクシーにつきましては、今おっしゃいましたとおり、乗合バス

としての認可を受けております。そういう認可でございますけども、実態的には、サービスの

提供状況、これが一般のタクシーに近い部分、相対でのサービス提供ができるという実態とい

うことで中間的な位置付けと今話をさせていただきました。この割引率の設定につきましても

一定の手続がございまして、この割引につきましては、公共交通会議、この中で考え方を整理

をして、それをもって運輸局に届け出て認可を得るというものでございます。この公共交通会

議の意思というものが大きな要素だと思っております。以上です。 

○議長（藤堂修壮） 大林議員。 

○１６番（大林正行） ３００円ということでありますけれども、子供の場合は、一般料金は２５

０円、それで障害者手帳を見せれば１００円になります。半額以下になります。ということは、

今おっしゃった理屈がどうも納得いかない。やはり乗合バスとして認可を受けておるんなら、
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乗合バスと同じ半額にしたらどうかと思うんですけれども、今、そういう会議はあるというこ

とでございますけれども、そういうところへ提案して、半額にこれからするよう取り組むお考

えがあるかどうかお伺いいたします。 

○議長（藤堂修壮） 企画課長。 

○企画課長（畑田正法） この料金設定につきましては、ホープタクシー制度を始めたときからの

制度でございます。これについて、今のようなご意見をいただいたということがこれまでなか

ったように記憶しておりますので、これをもって、それに取り組んでいくというところは、今

この場では、すぐしますというふうな答えにはならないと思っております。そういうご意見も

いただきながら、これから公共交通について考えてみたいと思っております。 

○議長（藤堂修壮） 大林議員。 

○１６番（大林正行） 私は、見直しをされるんじゃないかというふうに思っておりました。以前

も体育施設を利用するとき、障害者割引がなかったということで、それも設定をされました。

非常に障害者に優しいといいますか、取り組みがされてるなというふうに評価しておりました

けども、これについても認可要件ございますので、そう簡単にはいかないと思いますけれども、

ぜひ、乗合タクシーと乗合バスと同じような条件になるようにご努力いただきたいと思います。   

次でございますけれども、車椅子を利用しなければ移動できない重度身体障害者の方が町内に

おられますが、ホープタクシーを利用したくても利用できません。町民税は払っているのにホ

ープタクシーに乗れない、私たち車椅子利用者は町民ではないのかという切実な相談が寄せら

れております。これは障害者差別解消法の障害を理由に施設等を使わせない不当な差別的取り

扱いになるのではないでしょうか。見解と障害者差別解消法の施行に伴い、何か対応策を考え

ておられるのか、お伺いいたします。 

○議長（藤堂修壮） 企画課長。 

○企画課長（畑田正法） 現行のホープタクシーにつきましては、おっしゃいますとおり、車椅子

対応になっておりません。車椅子で乗車することはできない状況になっております。けれども、

障害者に限らず高齢者なども含めまして、自立した日常生活や社会生活を確保するため、公共

交通機関を利用した移動の利便性と安全性を確保していかなければならないと思っております。

現在、公共交通の見直しに向けて、保健、福祉、医療、介護分野などを含めまして、そのあり

方の検討をすることとしております。この中で、全てのこの移動手段を現行の公共交通のみで

賄うのではなくて、利用者のニーズに応じた福祉、介護制度などの連携で、きめ細やかな対応

手段ができないものかということで検討してまいりたいと思っております。 

○議長（藤堂修壮） 大林議員。 

○１６番（大林正行） おっしゃるとおり、全てをこのバス、タクシー等で解決するというのは難

しいと思います。そこで、提案と申しますか、今のホープタクシーを改造して車椅子が乗れる

ようにするというと、１車両当たり、ちょっと聞いた話では数百万ぐらいかかるんじゃないか

と、１０台ありますから、すごいお金がかかるということでございます。それから、車椅子が

乗れて人も乗れるようにいたしますと、車両も非常に長くなるということで、狭い生活道路に

入っていくと、そういったことができにくくなるということが考えられます。また、車椅子の

利用者の方が毎回乗降するということではありませんので、経済的にも問題があると私も思い

ます。そこで、対応策として、民間事業者が運行しておられます車椅子利用者を車椅子ごと運

べるタクシーというのがあります。介護タクシーともいわれておりますけれども、これを利用
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してもらって、ホープタクシーの利用料金相当額、現在では、障害者割引でいくと３００円に

なりますけれども、これを自己負担してもらい、差額を町が負担する。そういうシステムがで

きないのかどうかお伺いいたします。 

○議長（藤堂修壮） 企画課長。 

○企画課長（畑田正法） タクシーの利用ということでございますけども、タクシー利用、これも

一つの手段だと思っております。いずれにしましても、先ほど申し上げました各分野の検討の

場を開くこととしております。この中で、利用者のニーズ、あるいは制度のあり方、そこら辺

も研究して対応手段を考えていきたいと思っております。 

○議長（藤堂修壮） 大林議員。 

○１６番（大林正行） 障害者の方は、今も乗りたいけど乗れないとかいうことがあるわけです。

検討とか研究というふうにおっしゃるわけでございますけれども、相当なスピード感でやらな

いといかないというふうに思っております。私、こういうことをいたしますと、どのぐらい町

の負担が要るのか。私が先ほど言いましたように、差額を町が負担するということになると、

どれぐらい負担するのかというので、ちょっと調べました。条件といたしましては、利用でき

る範囲はホープタクシーと同程度としまして、月に２回程度の利用で限定すると。そして、町

が認めました障害者に対して利用券を交付いたします。事業者は、その利用券を町に提出して、

差額の支給を受けられるという方法でございます。試算をいたしますと、タクシー代が１００

０円だといたしますと、それに車椅子で乗りますと、５００円の加算が掛かります。合計１５

００円、往復いたしますと３０００円でございます。先ほど３００円の障害者負担を、往復で

ございますので６００円差し引くと１人１回２４００円が町の負担になります。月に２回とな

りますと、４８００円でございます。こういった車椅子がないと移動できない障害者、重度障

害者の方が何人ぐらいおられるのかということが分かりませんでしたので、福祉課の方に聞き

ましたけれども、把握してないということでありましたので、私、障害者の方に尋ねましたら、

１０人前後ではないかということでございました。この方が全部使われるかどうかわかりませ

んけれども、その仮定でいきますと、１年間で約６０万円あれば実行できます。ですから、そ

んなに町にとって、これが差別解消でいいます過重な負担にはならないということで、合理的

な配慮に合致するんではないかというふうに思いますけれども、見解を伺いたいと思います。 

○議長（藤堂修壮） 企画課長。 

○企画課長（畑田正法） このタクシー利用につきましても、以前研究したことがあります。これ

は福祉施策としての研究でございますけども、そういう利用もあるというふうな前提で考えて

おりますけども、今は障害者の方、特に肢体不自由の方を前提のお話だと思いますけども、そ

れ以外に高齢者の方で要介護の方、要支援の方、それらも含めまして、ホープタクシーが使い

づらいと言われる方もおられます。そこら辺の整合性もとりながら考えていこうというふうな

ことで話をしておりますけども、そういう全体的なものも含めて考えてまいりたいと思ってお

りますので、おっしゃいますとおり、できるだけスピード感持って、研究、検討してまいりた

いと思っております。 

○議長（藤堂修壮） 大林議員。 

○１６番（大林正行） この問題は、今、私は障害者の差別解消という観点から聞いておりまして、

今のバス事業の改善というのは、またちょっと別の問題のように思っております。その中の一

部ではあると思いますけれども、障害者対策等担当しておられます福祉課長の見解が本当は聞
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きたかったんでございますが、福祉課としては、今の現状に、例えばホープタクシーの料金が

半額になっていないとか、ホープタクシーに乗れないとか、そういったことに対する見解をお

聞きしたいと思います。 

○議長（藤堂修壮） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） まず、質問の車椅子を利用しなければならない重度障害者が町内におら

れますが、ホープタクシーに乗れないと。これは障害者差別解消法の障害を理由に、施設等を

使わせない不当な差別的取り扱いになるのではないかという質問に対してお答えをしたいと思

います。この事案につきましては、不当な差別的取り扱いには該当しないと考えております。

不当な差別的取り扱いとは、正当な理由がないのに、障害があるということでサービスなどの

提供の拒否、制限をするということです。正当な理由とは、その取り扱いが客観的に見て正当

な目的のもとに行われたもので、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合でございます。

この事案の場合には、仮にホープタクシーが車椅子でも乗れる仕様になっているにもかかわら

ず、障害を理由に、その乗車を拒否した場合は不当な差別的取り扱いに該当いたします。現在

のホープタクシーは、車椅子が乗れる仕様となっておりませんので、障害者差別解消法で定め

る不当な差別的取り扱いには該当しないということでございます。それから、タクシー利用の

件についてですけども、先ほど企画課長が答弁しましたように、障害者の方に対してのタクシ

ー券の助成事業を検討した経緯があります。障害にはさまざまな種別があり、車椅子利用者に

限定してのサービス提供はなかなか困難ということで、障害者手帳所持者であって、公共交通

機関を利用しにくい方全てに対して、そのサービスを提供することが最善ではないかと考えて

おります。そうしたことを踏まえて試算をさせてもらいました。かなりの費用が出ております。

また、タクシーの事業者がこの町内に均等にあればいいんですけども、介護タクシーは一部の

地域しかないのが現状です。芸北地域には介護タクシーもありませんし、タクシー事業者もな

いということから、その不均衡が今生じておるんではないかなというふうに思っております。

今後は、福祉サイドから見たときには、タクシーが利用しやすいシステムというところも考え

ていかなければいけないのではないかなというふうに考えております。以上です。 

○議長（藤堂修壮） 大林議員。 

○１６番（大林正行） ちょっと聞き漏らしたというんか、タクシー利用券の交付ということでい

いですか。私が申し上げました車椅子利用者だけではなくて、高齢者も含めた全体に対するタ

クシー利用券の交付、これは相当な費用が掛かって、口では言われても実現が本当にできるの

かどうか。私は、今、今回本当に困ってらっしゃる方がおるわけです。これに対して、すぐに

できる、年間６０万あったらできるんですよ。そういったことをやって、それから、今大きな

話も並行して検討していくと、それでもいいんじゃないんですか。全てが解決しないとスター

トしないと。そういうやり方をやってますと、いつまでたってもできないということになりま

す。できることから手をつけて、それを拡大していくと。そういう手法もあると思いますので、

ぜひご検討いただきたいと、ここで結論をどうこうということではありませんので、ご検討い

ただきたいと思います。次でございますが、役場のロビー、この１階に車椅子が３台程度置い

てあります。このロビーで時々イベントをされます。先般も高校生の修学旅行生のお別れ会を

そこでされたようでございます。そのとき車椅子を利用したい人が行ったとき、車椅子がない

ということで困った。障害者の方にとってみれば、いつでも使える状態になっておると思われ

ておるわけです。対応要領では、そういった場合、どのようなことを求めているのか、伺いた
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いと思います。イベントするときに、その車椅子を邪魔になるというのか、そういったときは、

どうしなさいということなのか、また現実にどうされているのか、お聞きしたいと思います。 

○議長（藤堂修壮） 総務課長。 

○総務課長（古川達也） イベント時に車椅子を移動したということで、玄関入り口すぐ横に３台

の車椅子を設置しておりますけれども、それを当然あるべき場所にないといった事態が起きま

して、これは大変配慮に欠けた対応であったと反省しております。対応要領でありますけれど

も、対応要領の中では、不当な差別的取り扱いの禁止、合理的配慮の提供、管理監督者の責務、

それから相談体制の整備、対応措置等、研修も含めてですけれども、書いてあります。その中

で、合理的配慮の具体的なところに例示として、幾つか例は挙げさせていただいておりますけ

れども、全てにわたって、具体的なものを載せているものではありません。基本的な考え方で

すね。これを載せているものです。今回の車椅子を設置しているにもかかわらず、それが多分

邪魔になったから移動させたといったことだったろうと思うんですけれども、それが対応要領

以前の問題でありまして、やはりそこにきちんと設置されておるべきものであろうというふう

に考えております。 

○議長（藤堂修壮） 大林議員。 

○１６番（大林正行） そのようにお願いしたいと思います。健常者から見れば、ちょっと短い時

間だから、ちょっとぐらいいいじゃないかというふうに思うことがあると思いますけれども、

障害者の方にとってみれば非常に大きな障壁であったりすることがありますので、ぜひ、障害

者の立場に立った配慮をお願いしたいと思います。それから次でございますが、役場の裏側に

駐車場がございます。お客様用の駐車場でありますけれども、ここに障害者用の駐車スペース

が３台分あります。車椅子のマークが地面に張ってあるんですけれども、雪が降りますと、も

ちろん見えません。この前もあそこに２台ほど車がとまっておりました。その方は、見えんか

ら当然いいんだろうなということで、何も障害者を示す、あるいは許可証もついておりません

でした。ということでありました。玄関にも、思いやり駐車場というのがありまして、ここに

は、そういった思いやり駐車場という、県がつくられたんですか、表示板がありました。要す

るに裏側にも、もうちょっときめ細かく配慮して、対応していただけないかということでござ

います。いかがでしょうか。 

○議長（藤堂修壮） 総務課長。 

○総務課長（古川達也） 思いやり駐車場の件でございますが、これは広島県が平成２３年から導

入をしております。思いやり駐車場利用証交付制度といった制度でございます。公共施設やシ

ョッピングセンターなどの協力施設が登録した専用の駐車スペースを安心して利用できるよう

に、必要とする人に利用証を交付しているものでございます。制度を利用している全国の対象

駐車場で相互に利用ができるといった制度となっております。役場正面駐車場の表示板ですけ

れども、この制度に基づきまして、ステッカーを貼りつけ、設置をしております。現在正面に

ついては、駐車場は４台、３台プラス１、通常の駐車場についても、この思いやり駐車場とい

ったものでありますので、４台分登録しております。これは登録が必要でして、南側の駐車区

画については、今現在登録しておりませんので、協力施設として登録をした上で、設置をして

いくように準備を進めていきたいと考えております。 

○議長（藤堂修壮） 大林議員。 

○１６番（大林正行） ぜひ登録をしていただいて、分かりやすいものにしてもらいたいと思いま
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す。今おっしゃいましたように、思いやり駐車場にとめるには、思いやり駐車場利用証という

のを交付を受けて、それからバックミラーのところへぶら下げておくということでございます

が、あまり私見かけたことがありません。たまたまこの前、道の駅でぶら下げている人を見ま

した。これは市役所へ行ったらもらえるんですよということでありましたけれども、これは役

場で交付されているのかどうか。交付状況をお聞きしたいと思います。 

○議長（藤堂修壮） 福祉課長。 

○福祉課長（清見宣正） 申し訳ありませんが、今、資料がありませんので、後ほど答弁させてい

ただきたいと思います。 

○議長（藤堂修壮） 大林議員。 

○１６番（大林正行） 通告しておりませんので、これは。何件出したかじゃなくて、それで、ど

の部署で交付をされておりますか。総務なのか福祉課なのか。 

○議長（藤堂修壮） 総務課長。 

○総務課長（古川達也） これは、例えば障害者手帳の交付でありますとかといったところと一緒

になりますので、福祉課。それから支所の窓口でも交付をしております。 

○議長（藤堂修壮） 大林議員。 

○１６番（大林正行） ちょっと心もとない感じがしますけれども、やっぱりこういう法律ができ

たんなら、それで模範になるのは役場です。公共機関がやらないと民間もついてきません。ぜ

ひ、そこらもう一度見直していただいて、障害者の立場になった対応、それで私は研修の仕方

等も聞いたんです。どうも表面的な研修になっているんじゃないかというような気がしたんで

お聞きしたんでありますけれども、ぜひ、私が今言ったものは非常に障害者の方が日常生活、

バリアになっているということはまだまだあると思いますけれども、その一部について質問さ

せていただきまして、健常者の人に分からないことも障害者の人は非常に負担に思ってらっし

ゃるというような、また障害にも本当に幅広いものがあるということでございました。そうい

うことで、ぜひこの法律の施行を契機にいま一度見直して、本当に障害者も健常者も住みやす

いまちづくりに取り組んでいただきたいと思います。それでは、次の質問にいきます。通学路

であります歩道の除雪についてであります。除雪全般については、午前中、同僚議員から質問

がありましたので、私は、ピンポイントで行いたいと思います。国県道でありますとか町道の

除雪は、業者の方が実施しておられますけれども、児童の通学路であります歩道の除雪はされ

ておりません。このされておりませんというのは、今回、私が取り上げます２６１号線の本地

部分でございます。大雪の日に登下校する子供たちは大変苦労しております。我々見守り隊も

朝と迎え、送り迎えを交代でやっておりますけれども、大変でございます。特に通学距離が３

キロ程度あります。それで新雪のときも確かに苦労しますが、このときは６年生が最初歩いて、

ラッセルして、その跡を１年生とかがちょこちょこついていくということでありますけれども、

今の２６１号線を除雪した車が、その雪が全部歩道へかぶさります。そうしますと、山積みに

なって通学にも非常に苦労しますけれども、その雪が固まりになって、なかなか融けません。

ほかのところは乾いとっても、いつまでも残っているということでございます。そこで、通学

路であります歩道の除雪を実施することができないか伺いたいと思います。午前中の答弁では、

歩道の一部については実施しているということでございましたので、その一部とはどこなのか、

なぜ、一部だけなのか、そこらを詳しくお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（藤堂修壮） 建設課長。 
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○建設課長（砂田寿紀） 歩道除雪の件でございます。建設課からお答えします。歩道、今の２６

１号線の本地ということでございました。基本的に国県道の歩道につきましては、委託という

形で、県から委託を受けて町が行ってると。除雪機も貸与ということでさせていただいており

ます。千代田の地域で言いますと、この役場周辺の浜田八重可部線、それから春木へ向けての

２６１号線が委託路線として、現在県の除雪計画の中に位置付けをされております。その関係

で、そこを今やっているような状況です。２６１号線の本地につきましては、その位置付けが

まだないと。それは、現状が今そうなっております。なぜかというところは、ちょっと県の除

雪計画ということなんで定かではございませんが、１台ずつということでございますので、な

かなか飛んで、本地方面になかなか入りにくいということもあるのかなというふうには想像す

るわけですけども、今の路線については、委託ということで受けてる路線に入っていないとい

うことでご理解をいただきたいと思います。 

○議長（藤堂修壮） 大林議員。 

○１６番（大林正行） ちょっと分からなかったんですけれども、国道ではなくて、歩道の話です

か。歩道について、今、役場周辺と春木、あの辺は県から委託を受けてるから、歩道について

も業者にやってもらってるということですね。確かに私も、これ２６１ではありませんけれど

も、ほかの地域に行きましたら、やっておられるところありました。具体的には川戸でござい

ますけど、きれいに除雪がしてありまして、聞いてみますと、業者の方が朝早くされてますよ

ということで、ちょうど下校時間で、子供さんが一人とぼとぼそこ歩いておられたの見ました

けれども。どういう、県のことだから分からないとおっしゃるのかもわかりませんけれども、

しかし困るのは、北広島の住んでる私たち、子供だと思うんです。理由も分からないでという

のは、ちょっと納得がいかないと思うんですけれども、今までそういうやってないところは、

ここも対象にしてくれというような取り組みをされたのかどうか、それと、さっき聞きました

が、なぜ春木とかこの役場周辺だけがなってるのか、その理由は聞かれておりますか。 

○議長（藤堂修壮） 建設課長。 

○建設課長（砂田寿紀） その理由につきましては、直接ちょっとお伺いしたことがないので、ち

ょっと分かりません。それとあとは、これまでも、私初めてあのあたりの歩道の除雪というこ

とでご要望いただいたようなことでございます。今後も、もしできる可能性があるのであれば、

うちのほうも、県の方へと協議をして進めさせていただこうと思います。 

○議長（藤堂修壮） 大林議員。 

○１６番（大林正行） どうしても納得がいきません。現に、子供たちが朝晩通ってるわけです。

しかも３キロ歩いてます。しかも国道の雪が歩道を埋めてます。我々が家の雪を車道に投げる

とだめですと言われます。車道の雪は、歩道に投げてもいいんですか。そういうふうな疑問が

起こるわけです。同じ県民でありながら、なぜ、お金の問題とかあるかもわかりませんが、も

うこれは何十年も続いているわけです。今、雪が降り始めたわけではありませんので、そこら

がどうも納得いかないし、もう少し、町としても平等な対応できるような取り組みを。大昔は

おじいちゃん、おばあちゃんが朝早く出て、どんごろすに何か入れて引っ張りよったんですよ、

歩くところを。そういったことも、今高齢化したり、もう７時には出ますので、それまでに、

５時ごろから動かないかんということで、高齢化しておりまして、ちょっともうそれもできな

いということでありますので、強く県の方へ言っていただいて、その結果をまたお知らせいた

だきたい。両側じゃなくて通学路だけでいいと思います、経費の関係からいけば。そういった
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取り組みと、もう一つ、今、２６１の除雪をしたときに、縁石のぎりぎりまでされます。道路

は本当に雪がなくなります、きれいに。その雪が全部歩道にいきます。道路、国道には白い線

が引いてあります。両サイドに。それぐらいでやめてもらえれば、そこから縁石まで１ｍぐら

いありますので、そこへ雪がたまるんで、歩道にはかからないと。そういうような配慮も暫定

措置としてでも、除雪ができるまでそういったこともできないのかどうかお伺いいたします。 

○議長（藤堂修壮） 建設課長。 

○建設課長（砂田寿紀） 車道の除雪の雪が歩道へということでございますが、除雪作業、国県道、

交通量も多いということで、優先して、先にさせていただいているような状況です。その後、

町道へと移行していくということで、業者も朝５時からかかって、非常に急いでやってるとい

う状況にあります。また、当然暗い、それから雪が降ってる場合も多々あるというような悪条

件のもとでの作業となっております。どうしても除雪をして、それからある程度、天気がよく

なって、あと見られて、確かにそういうふうに感じられるかもわかりませんが、そのことを、

その除雪をするときから、なかなかその成果として求めるというのは私は非常に困難だろうと

思います。ロータリー車等であれば飛ばしてということで、きれいにできるということが期待

できるわけですが、そのロータリー車も、このあたりではとても導入は無理ということがあり

ます。そう言いましても、今のようなことがありますので、業者の方にも真摯的に現在取り組

んでもらっておるところでありますが、できるだけそういったところを伝えて反映させていた

だくようにさせていただこうと思います。 

○議長（藤堂修壮） 町長。 

○町長（箕野博司） 歩道の件につきましては、県と協議をさせてもらおうと思いますので、よろ

しくお願いします。 

○議長（藤堂修壮） 大林議員。 

○１６番（大林正行） それじゃあ国道でございますので、県の方とも協議をするということで、

歩道なんで、教育委員会の見解も聞こうかと思いましたけれども、それは止めまして、ぜひ子

供たちが安心して通学ができますようにご配慮いただきたいと思います。以上で終わります。 

○議長（藤堂修壮） これで大林議員の質問を終わります。お諮りします。本日の会議はこの程度

にとどめ、明日７日に延会したいと思いますが、これにご異議ありませんか。（異議なしの声

あり） 

○議長（藤堂修壮） 異議なしと認めます。よって本日は、これで延会とします。なお、明日の会

議は１０時から、本日に引き続き一般質問を行います。 
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